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議 案 

 

番 号 

件               名 ペ ー ジ

１３ 
阿久根市行政手続条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
１ 

１４ 阿久根市職員の再任用に関する条例の制定について ６ 

１５ 
阿久根市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 
１０ 

１６ 
阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 
１１ 

１７ 
市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 
１２ 

１８ 
一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
１３ 

１９ 阿久根市税条例の一部を改正する条例の制定について ２５ 

２４ 
阿久根市子ども発達支援センターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
２６ 

２５ 
阿久根市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
２７ 

２６ 

阿久根市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について 

２９ 

２７ 

阿久根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

５２ 

２８ 

阿久根市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 

６２ 

３０ 
阿久根市都市公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
６３ 
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議案第13号参考 阿久根市行政手続条例の一部を改正する条例関係新旧対照表 

 

○ 阿久根市行政手続条例（平成９年阿久根市条例第５号） 

                                 （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 申請に対する処分（第５条－第11条）

第３章 不利益処分 

第１節 通則（第12条－第14条） 

第２節 聴聞（第15条－第26条） 

第３節 弁明の機会の付与（第27条－第29

条） 

第４章 行政指導（第30条－第34条の２） 

第４章の２ 処分等の求め（第34条の３） 

第５章 届出（第35条） 

第６章 補則（第36条） 

附則 

 

（定義） 

第２条 （略） 

 ～  （略） 

  不利益処分 市の行政庁が，条例等に基づ

き，特定の者を名宛人 として，直接に，こ

れに義務を課し，又はその権利を制限する処

分をいう。ただし，次のいずれかに該当する

ものを除く。 

ア （略） 

イ 申請により求められた許認可等を拒否

する処分その他申請に基づき当該申請を

した者を名宛人 としてされる処分 

ウ 名宛人 となるべき者の同意の下にす

ることとされている処分 

エ （略） 

 ～   

２ （略） 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導について

は，次章から第４章の２までの規定は，適用し

ない。 

  ～  （略） 

  相反する利害を有する者の間の利害の調

整を目的として法令の規定に基づいてされ

る裁定その他の処分（その双方を名宛人 と

するものに限る。）及び行政指導 

  公衆衛生，環境保全，防疫，保安その他の

公益に関わる 事象が発生し，又は発生する

可能性のある現場において，これらの公益を

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 申請に対する処分（第５条－第11条）

第３章 不利益処分 

第１節 通則（第12条－第14条） 

第２節 聴聞（第15条－第26条） 

第３節 弁明の機会の付与（第27条－第29

条） 

第４章 行政指導（第30条－第34条  ） 

 

第５章 届出（第35条） 

第６章 補則（第36条） 

附則 

 

（定義） 

第２条 （略） 

 ～  （略） 

  不利益処分 市の行政庁が，条例等に基づ

き，特定の者を名あて人として，直接に，こ

れに義務を課し，又はその権利を制限する処

分をいう。ただし，次のいずれかに該当する

ものを除く。 

ア （略） 

イ 申請により求められた許認可等を拒否

する処分その他申請に基づき当該申請を

した者を名あて人としてされる処分 

ウ 名あて人となるべき者の同意の下にす

ることとされている処分 

エ （略） 

 ～   

２ （略） 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導について

は，次章から第４章  までの規定は，適用し

ない。 

  ～  （略） 

  相反する利害を有する者の間の利害の調

整を目的として法令の規定に基づいてされ

る裁定その他の処分（その双方を名あて人と

するものに限る。）及び行政指導 

  公衆衛生，環境保全，防疫，保安その他の

公益にかかわる事象が発生し，又は発生する

可能性のある現場において，これらの公益を



- 2 - 

確保するために行使すべき権限を法律若し

くは条例上直接に与えられた職員によって

される処分及び行政指導 

 ～  （略） 

（国の機関等に対する処分等の適用除外） 

第４条 国の機関又は地方公共団体若しくはそ

の機関に対する処分（これらの機関又は団体が

その固有の資格において当該処分の名宛人 

となるものに限る。）及び行政指導並びにこれ

らの機関又は団体がする届出（これらの機関又

は団体がその固有の資格においてすべきこと

とされているものに限る。）については，この

条例の規定は，適用しない。 

 

（不利益処分をしようとする場合の手続） 

第13条 市の行政庁は，不利益処分をしようとす

る場合には，次の各号に掲げる区分に従い，こ

の章の定めるところにより，当該不利益処分の

名宛人 となるべき者について，当該各号に定

める意見陳述のための手続を執らなければな

らない。 

   （略） 

ア （略） 

イ アに規定するもののほか，名宛人 の資

格又は地位を直接に剝奪 する不利益処

分をしようとするとき。 

ウ （略） 

  （略） 

２ （略） 

  ～  （略） 

   当該不利益処分の性質上，それによって課

される義務の内容が著しく軽微なものであ

るため名宛人 となるべき者の意見をあら

かじめ聴くことを要しないものとして規則

で定める処分をしようとするとき。 

（不利益処分の理由の提示） 

第14条 市の行政庁は，不利益処分をする場合に

は，その名宛人 に対し，同時に，当該不利益

処分の理由を示さなければならない。ただし，

当該理由を示さないで処分をすべき差し迫っ

た必要がある場合は，この限りでない。 

２ 市の行政庁は，前項ただし書の場合において

は，当該名宛人 の所在が判明しなくなったと

きその他処分後において理由を示すことが困

難な事情があるときを除き，処分後相当の期間

内に，同項の理由を示さなければならない。 

３ （略） 

第２節 聴聞 

確保するために行使すべき権限を法律若し

くは条例上直接に与えられた職員によって

される処分及び行政指導 

 ～  （略） 

（国の機関等に対する処分等の適用除外） 

第４条 国の機関又は地方公共団体若しくはそ

の機関に対する処分（これらの機関又は団体が

その固有の資格において当該処分の名あて人

となるものに限る。）及び行政指導並びにこれ

らの機関又は団体がする届出（これらの機関又

は団体がその固有の資格においてすべきこと

とされているものに限る。）については，この

条例の規定は，適用しない。 

 

（不利益処分をしようとする場合の手続） 

第13条 市の行政庁は，不利益処分をしようとす

る場合には，次の各号に掲げる区分に従い，こ

の章の定めるところにより，当該不利益処分の

名あて人となるべき者について，当該各号に定

める意見陳述のための手続を執らなければな

らない。 

   （略） 

ア （略） 

イ アに規定するもののほか，名あて人の資

格又は地位を直接にはく奪する不利益処

分をしようとするとき。 

ウ （略） 

  （略） 

２ （略） 

  ～  （略） 

   当該不利益処分の性質上，それによって課

される義務の内容が著しく軽微なものであ

るため名あて人となるべき者の意見をあら

かじめ聴くことを要しないものとして規則

で定める処分をしようとするとき。 

（不利益処分の理由の提示） 

第14条 市の行政庁は，不利益処分をする場合に

は，その名あて人に対し，同時に，当該不利益

処分の理由を示さなければならない。ただし，

当該理由を示さないで処分をすべき差し迫っ

た必要がある場合は，この限りでない。 

２ 市の行政庁は，前項ただし書の場合において

は，当該名あて人の所在が判明しなくなったと

きその他処分後において理由を示すことが困

難な事情があるときを除き，処分後相当の期間

内に，同項の理由を示さなければならない。 

３ （略） 

第２節 聴聞 
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（聴聞の通知の方式） 

第15条 市の行政庁は，聴聞を行うに当たって

は，聴聞を行うべき期日までに相当な期間をお

いて，不利益処分の名宛人 となるべき者に対

し，次に掲げる事項を書面により通知しなけれ

ばならない。 

  ～  （略） 

２ （略） 

  ・  （略） 

３ 市の行政庁は，不利益処分の名宛人 となる

べき者の所在が判明しない場合においては，第

１項の規定による通知を，その者の氏名，同項

第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市

の行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した

書面をいつでもその者に交付する旨を市役所

の掲示場に掲示することによって行うことが

できる。この場合においては，掲示を始めた日

から２週間を経過したときに，当該通知がその

者に到達したものとみなす。 

 

（続行期日の指定） 

第22条 （略） 

２ （略） 

３ 第15条第３項の規定は，前項本文の場合にお

いて，当事者又は参加人の所在が判明しないと

きにおける通知の方法について準用する。この

場合において，同条第３項中「不利益処分の名

宛人 となるべき者」とあるのは「当事者又は

参加人」と，「掲示を始めた日から２週間を経

過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から

２週間を経過したとき（同一の当事者又は参加

人に対する２回目以降の通知にあっては，掲示

を始めた日の翌日）」と読み替えるものとする。

 

（弁明の機会の付与の通知の方式） 

第28条 市の行政庁は，弁明書の提出期限（口頭

による弁明の機会の付与を行う場合には，その

日時）までに相当な期間をおいて，不利益処分

の名宛人 となるべき者に対し，次に掲げる事

項を書面により通知しなければならない。 

  ～  （略） 

 

（行政指導の方式） 

第33条 行政指導に携わる者は，その相手方に対

して，当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任

者を明確に示さなければならない。 

２ 行政指導に携わる者は，当該行政指導をする

際に，市の機関が許認可等をする権限又は許認

（聴聞の通知の方式） 

第15条 市の行政庁は，聴聞を行うに当たって

は，聴聞を行うべき期日までに相当な期間をお

いて，不利益処分の名あて人となるべき者に対

し，次に掲げる事項を書面により通知しなけれ

ばならない。 

  ～  （略） 

２ （略） 

  ・  （略） 

３ 市の行政庁は，不利益処分の名あて人となる

べき者の所在が判明しない場合においては，第

１項の規定による通知を，その者の氏名，同項

第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市

の行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した

書面をいつでもその者に交付する旨を市役所

の掲示場に掲示することによって行うことが

できる。この場合においては，掲示を始めた日

から２週間を経過したときに，当該通知がその

者に到達したものとみなす。 

 

（続行期日の指定） 

第22条 （略） 

２ （略） 

３ 第15条第３項の規定は，前項本文の場合にお

いて，当事者又は参加人の所在が判明しないと

きにおける通知の方法について準用する。この

場合において，同条第３項中「不利益処分の名

あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は

参加人」と，「掲示を始めた日から２週間を経

過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から

２週間を経過したとき（同一の当事者又は参加

人に対する２回目以降の通知にあっては，掲示

を始めた日の翌日）」と読み替えるものとする。

 

（弁明の機会の付与の通知の方式） 

第28条 市の行政庁は，弁明書の提出期限（口頭

による弁明の機会の付与を行う場合には，その

日時）までに相当な期間をおいて，不利益処分

の名あて人となるべき者に対し，次に掲げる事

項を書面により通知しなければならない。 

  ～  （略） 

 

（行政指導の方式） 

第33条 行政指導に携わる者は，その相手方に対

して，当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任

者を明確に示さなければならない。 
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可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨

を示すときは，その相手方に対して，次に掲げ

る事項を示さなければならない。 

  当該権限を行使し得る根拠となる法令の

条項 

  前号の条項に規定する要件 

  当該権限の行使が前号の要件に適合する

理由 

３ 行政指導が口頭でされた場合において，その

相手方から前２項に規定する事項を記載した

書面の交付を求められたときは，当該行政指導

に携わる者は，行政上特別の支障がない限り，

これを交付しなければならない。 

４ （略） 

  ・  （略） 

 

（行政指導の中止等の求め） 

第34条の２ 法令に違反する行為の是正を求め

る行政指導（その根拠となる規定が法律又は条

例に置かれているものに限る。）の相手方は，

当該行政指導が当該法律又は条例に規定する

要件に適合しないと思料するときは，当該行政

指導をした市の機関に対し，その旨を申し出

て，当該行政指導の中止その他必要な措置をと

ることを求めることができる。ただし，当該行

政指導がその相手方について弁明その他意見

陳述のための手続を経てされたものであると

きは，この限りでない。 

２ 前項の規定による申出は，次に掲げる事項を

記載した申出書を提出してしなければならな

い。 

   申出をする者の氏名又は名称及び住所又

は居所 

   当該行政指導の内容 

   当該行政指導がその根拠とする法律又は

条例の条項 

   前号の条項に規定する要件 

   当該行政指導が前号の要件に適合しない

と思料する理由 

   その他参考となる事項 

３ 当該市の機関は，第１項の規定による申出が

あったときは，必要な調査を行い，当該行政指

導が当該法律又は条例に規定する要件に適合

しないと認めるときは，当該行政指導の中止そ

の他必要な措置をとらなければならない。 

第４章の２ 処分等の求め 

第34条の３ 何人も，法令に違反する事実がある

場合において，その是正のためにされるべき処

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政指導が口頭でされた場合において，その

相手方から前項 に規定する事項を記載した

書面の交付を求められたときは，当該行政指導

に携わる者は，行政上特別の支障がない限り，

これを交付しなければならない。 

３ （略） 

  ・  （略） 
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分又は行政指導（その根拠となる規定が法律又

は条例に置かれているものに限る。）がされて

いないと思料するときは，当該処分をする権限

を有する市の行政庁又は当該行政指導をする

権限を有する市の機関に対し，その旨を申し出

て，当該処分又は行政指導をすることを求める

ことができる。 

２ 前項の申出は，次に掲げる事項を記載した申

出書を提出してしなければならない。 

   申出をする者の氏名又は名称及び住所又

は居所 

   法令に違反する事実の内容 

   当該処分又は行政指導の内容 

   当該処分又は行政指導の根拠となる法令

の条項 

   当該処分又は行政指導がされるべきであ

ると思料する理由 

   その他参考となる事項 

３ 当該市の行政庁又は市の機関は，第１項の規定

による申出があったときは，必要な調査を行い，

その結果に基づき必要があると認めるときは，当

該処分又は行政指導をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 阿久根市税条例（昭和45年阿久根市条例第34号） 

（附則第２項関係）                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（行政手続条例の適用除外） 

第６条の２ （略） 

２ 阿久根市行政手続条例第３条，第４条又は第

33条第４項に定めるもののほか，徴収金を納付

し，又は納入する義務の適正な実現を図るため

に行われる行政指導（同条例第２条第７号に規

定する行政指導をいう。）については，同条例

第33条第３項及び第34条の規定は，適用しな

い。 

（行政手続条例の適用除外） 

第６条の２ （略） 

２ 阿久根市行政手続条例第３条，第４条又は第

33条第３項に定めるもののほか，徴収金を納付

し，又は納入する義務の適正な実現を図るため

に行われる行政指導（同条例第２条第７号に規

定する行政指導をいう。）については，同条例

第33条第２項及び第34条の規定は，適用しな

い。 
 
○ 阿久根市国民健康保険税条例（昭和45年阿久根市条例第35号） 

（附則第３項関係）                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（行政手続条例の適用除外） 

第33条 （略） 

２ 阿久根市行政手続条例第３条，第４条又は第

33条第４項に定めるもののほか，徴収金を納付

し，又は納入する義務の適正な実現を図るため

に行われる行政指導（同条例第２条第７号に規

定する行政指導をいう。）については，同条例

第33条第３項及び第34条の規定は，適用しな

い。 

（行政手続条例の適用除外） 

第33条 （略） 

２ 阿久根市行政手続条例第３条，第４条又は第

33条第３項に定めるもののほか，徴収金を納付

し，又は納入する義務の適正な実現を図るため

に行われる行政指導（同条例第２条第７号に規

定する行政指導をいう。）については，同条例

第33条第２項及び第34条の規定は，適用しない
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議案第14号参考 阿久根市職員の再任用に関する条例関係新旧対照表 

 

○ 阿久根市職員の定年等に関する条例（昭和58年阿久根市条例第31号） 

（附則第２項関係）                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第28条の２第１項から第３項まで

及び第28条の３             

  の規定に基づき，職員の定年等に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定年に関する施策の調査等） 

第５条 （略） 

   附 則 

 （経過措置） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第28条の２第１項から第３項まで

，第28条の３並びに第28条の４第１項及び第

２項の規定に基づき，職員の定年等に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（定年退職者の再任用） 

第５条 任命権者は，第２条の規定により退職し

た者又は前条の規定により引き続き勤務した

後退職した者について，次の各号に該当し，か

つ，公務の能率的運営を確保するため特に必要

があると認めるときは，１年を超えない範囲内

で任期を定め，その者を常時勤務を要する職に

採用することができる。この場合において，そ

の職は，その者が退職する前に任用されていた

職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認め

られる職でなければならない。 

  退職する前の勤務成績が良好であること。

  採用に係る職の職務の遂行に必要な知識

又は技能を有していること。 

２ 任命権者は，前項の任期又はこの項の規定に

より更新された任期における勤務成績が良好

である者について，引き続き公務の能率的運営

を確保するために特に必要があると認めると

きは，その任期を１年を超えない範囲内で更新

することができる。 

３ 前２項の規定による任期については，その末

日は，その者に係る定年退職日の翌日から起算

して３年を超えることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定を実施するために

必要な手続は，規則で定める。 

（定年に関する施策の調査等） 

第６条 （略） 

   附 則 

 （経過措置） 

２・３ （略） 

４ 第５条の規定は，改正法附則第３条の規定に

より職員が退職した場合又は前項において準

用する第４条の規定により職員が勤務した後

退職した場合について準用する。この場合にお

いて，第５条第１項中「第２条」とあるのは「地

方公務員法の一部を改正する法律（昭和56年法



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

律第92号。以下「改正法」という。）附則第３

条」と，「前条」とあるのは「附則第３項にお

いて準用する前条」と，同条第３項中「その者

に係る定年退職日」とあるのは「その者が第３

条に定める年齢に達した日（改正法附則第３条

の規定により退職する職員で附則第２項の規

定によりその定年が年齢58年とされるものに

あっては，当該年齢に達した日）」と読み替え

るものとする。 

 

 
○ 阿久根市職員の育児休業等に関する条例（平成４年阿久根市条例第12号） 

（附則第３項関係）                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（部分休業をすることができない職員） 

第19条 （略） 

  （略） 

  次のいずれにも該当する非常勤職員以外

の非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法律

第261号）第28条の５第１項又は第28条の６

第２項の規定により採用された短時間勤務

の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務

職員等」という。）を除く。） 

ア・イ （略） 

 

（部分休業をすることができない職員） 

第19条 （略） 

  （略） 

  次のいずれにも該当する非常勤職員以外

の非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法律

第261号）第28条の５第１項に規定する  

              短時間勤務

の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務

職員等」という。）を除く。） 

ア・イ （略） 

 

 
○ 阿久根市職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成７年阿久根市条例第23号） 

（附則第４項関係）                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（１週間の勤務時間） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 地方公務員法第28条の４第１項若しくは第2

8条の５第１項又は同法第28条の６第１項若し

くは第２項の規定により採用された職員で同

法第28条の５第１項又は第28条の６第２項に

規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下

「再任用短時間勤務職員」という。）の勤務時

間は，第１項の規定にかかわらず，休憩時間を

除き，４週間を超えない期間につき１週間当た

り15時間30分から31時間までの範囲内で，任命

権者が定める。 

４・５ （略） 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は，週休日（勤務時間

を割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。

ただし，任命権者は，育児短時間勤務職員等に

ついては，必要に応じ，当該育児短時間勤務等

（１週間の勤務時間） 

第２条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４ （略） 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は，週休日（勤務時間

を割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。

ただし，任命権者は，育児短時間勤務職員等に

ついては，必要に応じ，当該育児短時間勤務等
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の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から

金曜日までの５日間において週休日を設ける

ものとし，再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員については，日曜日及び土曜日に

加えて月曜日から金曜日までの５日間におい

て週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は，月曜日から金曜日までの５日間

において，１日につき７時間45分の勤務時間を

割り振るものとする。ただし，育児短時間勤務

職員等については，１週間ごとの期間につい

て，当該育児短時間勤務等の内容に従い１日に

つき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものとし，再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員については，１週間ご

との期間について，１日につき７時間45分を超

えない範囲内で勤務時間を割り振るものとす

る。 

第４条 （略） 

２ 任命権者は，前項の規定により週休日及び勤

務時間の割振りを定める場合には，規則の定め

るところにより，４週間ごとの期間につき８日

の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８

日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従っ

た週休日，再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員にあっては８日以上の週休日）を

設けなければならない。ただし，職務の特殊性

又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職

員等にあっては，当該育児短時間勤務等の内

容）により，４週間ごとの期間につき８日の週

休日（育児短時間勤務職員等，再任用短時間勤

務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては，

８日以上の週休日）を設けることが困難である

職員について，規則の定めるところにより，４

週間を超えない期間につき１週間当たり１日

以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等に

あっては，４週間を超えない期間につき１週間

当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務

等の内容に従った週休日）を設ける場合には，

この限りでない。 

 

（年次有給休暇） 

第12条 （略） 

  次号及び第３号に掲げる職員以外の職員

 20日（育児短時間勤務職員等，再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあ

っては，その者の勤務時間等を考慮し20日を

超えない範囲内で規則で定める日数） 

  ・  （略） 

の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から

金曜日までの５日間において週休日を設ける

ものとし，任期付短時間勤務職員      

      については，日曜日及び土曜日に

加えて月曜日から金曜日までの５日間におい

て週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は，月曜日から金曜日までの５日間

において，１日につき７時間45分の勤務時間を

割り振るものとする。ただし，育児短時間勤務

職員等については，１週間ごとの期間につい

て，当該育児短時間勤務等の内容に従い１日に

つき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものとし，任期付短時間勤務職員 

           については，１週間ご

との期間について，１日につき７時間45分を超

えない範囲内で勤務時間を割り振るものとす

る。 

第４条 （略） 

２ 任命権者は，前項の規定により週休日及び勤

務時間の割振りを定める場合には，規則の定め

るところにより，４週間ごとの期間につき８日

の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８

日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従っ

た週休日，任期付短時間勤務職員      

      にあっては８日以上の週休日）を

設けなければならない。ただし，職務の特殊性

又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職

員等にあっては，当該育児短時間勤務等の内

容）により，４週間ごとの期間につき８日の週

休日（育児短時間勤務職員等及び任期付短時間

勤務職員           にあっては，

８日以上の週休日）を設けることが困難である

職員について，規則の定めるところにより，４

週間を超えない期間につき１週間当たり１日

以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員等に

あっては，４週間を超えない期間につき１週間

当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務

等の内容に従った週休日）を設ける場合には，

この限りでない。 

 

（年次有給休暇） 

第12条 （略） 

  次号及び第３号に掲げる職員以外の職員

 20日（育児短時間勤務職員等及び任期付短

時間勤務職員           にあ

っては，その者の勤務時間等を考慮し20日を

超えない範囲内で規則で定める日数） 

  ・  （略） 
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２・３ （略） 

 

（非常勤職員の勤務時間，休暇等） 

第19条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員を除く。）の勤務時間，

休暇等については，第２条から前条までの規定

にかかわらず，その職務の性質等を考慮して，

市長の定める基準に従い，任命権者が定める。

 

２・３ （略） 

 

（非常勤職員の勤務時間，休暇等） 

第19条 非常勤職員（任期付短時間勤務職員  

          を除く。）の勤務時間，

休暇等については，第２条から前条までの規定

にかかわらず，その職務の性質等を考慮して，

市長の定める基準に従い，任命権者が定める。
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議案第15号参考 阿久根市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例関係

新旧対照表 

 

○ 阿久根市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年阿久根市条例第１号） 

                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（報告事項） 
第３条 （略） 
  ～  （略） 
   職員の休業に関する状況 
  ～  （略） 
 

（報告事項）

第３条 （略） 
  ～  （略） 
 
  ～  （略） 
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議
案
第
16
号
参
考
 
阿
久
根
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
関
係
新
旧
対
照
表
 

 ○
 
阿
久
根
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
41
年
阿
久
根
市
条
例
第
１
号
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
正

後
 

現
行
 

別
表
（
第
２
条
，
第
６
条
関
係
）
 

区
分
 

報
酬
額
 

(１
) 

（
削
除
）
 

(１
)～

(6
1)
 
（
略
）
 

(6
2)
 
い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
委
員
長
 

日
額
 
15
,0
00

円
 

(6
3)
 
い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
委
員
 

日
額
 
14
,0
00

円
 

(6
4)
 
（
略
）
 

 

別
表
（
第
２
条
，
第
６
条
関
係
）
 

区
分
 

報
酬
額
 

(１
) 

教
育
委
員
会
委
員
長
 

月
額
 
56
,3
00

円
 

(２
)～

(6
2)
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

(6
3)
 
（
略
）
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議案第17号参考 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例関係新旧対照表 

 

○ 市長等の給与に関する条例（昭和41年阿久根市条例第２号） 

                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律

第67号）第204条の規定に基づき，市長，副市

長及び教育長（以下「市長等」という。）の給

与に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給与） 

第２条 市長等の給料の額は，次のとおりとす

る。 

  ・  （略） 

   教育長 月額 587,000円 

２・３ （略） 

４ 期末手当は，６月１日及び12月１日（以下こ

の条においてこれらの日を「基準日」という。）

に在職する市長等に支給する。これらの基準日

前１か月以内に退職し，又は死亡した市長等で

次に掲げる者以外のものについても同様とす

る。 

  ～  （略） 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第７条の規定に

より罷免された者 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第８条の規定により解職された者 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第９条の規定により失職した者 

 

附 則 

１～18 （略） 

19 平成27年４月１日から平成28年３月31日ま

での間における市長等の給料月額は，第２条第

１項の規定にかかわらず，市長にあっては同項

第１号に規定する額から当該額の100分の10に

相当する額を，副市長にあっては同項第２号に

規定する額から当該額の100分の８に相当する

額を，教育長にあっては同項第３号に規定する

額から当該額の100分の７に相当する額を減じ

て得た額とする。ただし，手当の額の算出の基

礎となる給料月額は，同項に規定する額とす

る。 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律

第67号）第204条の規定に基づき，市長及び副

市長     （以下「市長等」という。）の給

与に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給与） 

第２条 市長等の給料の額は，次のとおりとす

る。 

  ・  （略） 

 

２・３ （略） 

４ 期末手当は，６月１日及び12月１日（以下こ

の条においてこれらの日を「基準日」という。）

に在職する市長等に支給する。これらの基準日

前１か月以内に退職し，又は死亡した市長等で

次に掲げる者以外のものについても同様とす

る。 

  ～  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

１～18 （略） 
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議
案
第
18
号
参
考
 
一
般
職
に
属
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
関
係
新
旧
対
照
表
 

 ○
 
一
般
職
に
属
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
26
年
阿
久
根
市
条
例
第
１
号
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
正

後
 

現
行

 

（
初
任
給
，
昇
格
，
昇
給
等
の
基
準
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
～
10
 
（
略
）
 

11
 
法
第

28
条
の
４
第
１
項
，
第

28
条
の
５
第
１
項
又
は
第

28
条
の
６
第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給

料
月
額
は
，
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の

う
ち
，
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。
 

（
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
）
 

第
４
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
法
第

28
条
の
５
第
１
項
又
は
第

28
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を

占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
，
前
条

第
11

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
，
勤
務
時
間
等
に

関
す
る
条
例
第
２
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第

１
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

 

（
通
勤
手
当
）
 

第
７
条
の
４
 
（
略
）
 

２
 
通
勤
手
当
の
月
額
は
，
通
勤
距
離
が
片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の
に
つ
い
て
は

2,
75
0
円
と
し
，
以
下
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
端
数
は
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
）
を
増
す
ご
と
に

75
0
円
の
額
を
加
算
し
て
得

た
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
，
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
の
う
ち
，
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に

あ
っ
て
は
，
そ
の
額
か
ら
，
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た

額
）
と
す
る
。
た
だ
し
，
そ
の
額
が

12
,5
00

円
を
超
え
る
と
き
は
，
12
,5
00

円
と
す

る
。
 

（
初
任
給
，
昇
格
，
昇
給
等
の
基
準
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
～
10
 
（
略
）
 

    

（
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
）
 

第
４
条
の
２
 
（
略
）
 

     ２
 
（
略
）
 

 

（
通
勤
手
当
）
 

第
７
条
の
４
 
（
略
）
 

２
 
通
勤
手
当
の
月
額
は
，
通
勤
距
離
が
片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の
に
つ
い
て
は

2,
75
0
円
と
し
，
以
下
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
端
数
は
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
）
を
増
す
ご
と
に

75
0
円
の
額
を
加
算
し
て
得

た
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
の
う
ち
，
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に

あ
っ
て
は
，
そ
の
額
か
ら
，
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た

額
）
と
す
る
。
た
だ
し
，
そ
の
額
が

12
,5
00

円
を
超
え
る
と
き
は
，
12
,5
00

円
と
す

る
。
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３
・
４
 
（
略
）
 

（
単
身
赴
任
手
当
）
 

第
７
条
の
５
 
（
略
）
 

２
 
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
は
，
30
,0
00

円
（
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
の
住
居
と
の
間
の
交
通
距
離
（
以
下
単
に
「
交
通
距
離
」
と
い

う
。
）
が
規
則
で
定
め
る
距
離
以
上
で
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
額
に
，
70
,0
00

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
交
通
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
た

額
)と

す
る
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

（
時
間
外
勤
務
手
当
）
 

第
８
条
 
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
，
正
規
の

勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
，
勤
務
１
時
間
に
つ
き
第

11
条
に
規

定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
次
に
掲
げ
る

勤
務
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

10
0
分
の

12
5
か
ら

10
0
分
の

15
0
ま
で
の
範
囲
内
で

規
則
で
定
め
る
割
合
（
そ
の
勤
務
が
午
後

10
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
で
あ

る
場
合
は
そ
の
割
合
に

10
0
分
の

25
を
加
算
し
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外

勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
，
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
，
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
が
，
第
１
号
に
掲
げ
る
勤
務
で
正
規
の
勤
務
時
間

を
超
え
て
し
た
も
の
の
う
ち
，
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正
規

の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
７
時
間

45
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
あ
っ
て
は
，
同

条
に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に

10
0
分
の

10
0（

そ
の
勤
務
が
午
後

10

時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
，
10
0
分
の

12
5）

を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。
 

 
 
・
 
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

（
期
末
手
当
）
 

第
11

条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 

再
任

用
職

員
に

対
す

る
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

，
同

項
中

「
10
0

分
の

12
2.
5」

と
あ
る
の
は
「
10
0
分
の

65
」
と
，
「
10
0
分
の

13
7.
5」

と
あ
る
の
は
「
10
0

３
・
４
 
（
略
）
 

（
単
身
赴
任
手
当
）
 

第
７
条
の
５
 
（
略
）
 

２
 
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
は
，
23
,0
00

円
（
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

職
員
の
住
居
と
配
偶
者
の
住
居
と
の
間
の
交
通
距
離
（
以
下
単
に
「
交
通
距
離
」
と
い

う
。
）
が
規
則
で
定
め
る
距
離
以
上
で
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
額
に
，
45
,0
00

円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
交
通
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
た

額
)と

す
る
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

（
時
間
外
勤
務
手
当
）
 

第
８
条
 
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
，
正
規
の

勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
，
勤
務
１
時
間
に
つ
き
第

11
条
に
規

定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
次
に
掲
げ
る

勤
務
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

10
0
分
の

12
5
か
ら

10
0
分
の

15
0
ま
で
の
範
囲
内
で

規
則
で
定
め
る
割
合
（
そ
の
勤
務
が
午
後

10
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
で
あ

る
場
合
は
そ
の
割
合
に

10
0
分
の

25
を
加
算
し
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外

勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
，
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
が
，
第
１
号
に
掲
げ
る
勤
務
で
正
規
の
勤
務
時
間

を
超
え
て
し
た
も
の
の
う
ち
，
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正
規

の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
７
時
間

45
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
あ
っ
て
は
，
同

条
に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に

10
0
分
の

10
0（

そ
の
勤
務
が
午
後

10

時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
，
10
0
分
の

12
5）

を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。
 

 
 
・
 
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

  
（
期
末
手
当
）
 

第
11

条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
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分
の

80
」
と
す
る
。
 

４
～
６
 
（
略
）
 

 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
11

の
５
 
（
略
）
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
，
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
，
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
っ

て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
任
命
権
者
が
支
給
す

る
勤
勉
手
当
の
額
の
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額

は
，
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
 
前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
 
当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
，
若
し
く
は
失
職
し
，
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
，
退
職
し
，
若
し
く
は
失
職
し
，
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項

及
び
附
則
第
８
項
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月

額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
，
10
0
分
の

75

を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

 
 
前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
 
当
該
再
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

10
0

分
の

35
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

３
～
５
 
（
略
）
 

  
（
再
任
用
職
員
等
 
 
 
 
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）
 

第
15

条
の
２
 
第
６
条
，
第
７
条
，
第
７
条
の
３
，
第
７
条
の
５
及
び
第
８
条
の
２
の
規

定
は
，
再
任
用
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
 

  
 
 
附
 
則
 

１
～
７
 
（
略
）
 

８
 
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
，
職
員
（
一
般
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
再
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
，
そ
の
職
務
の
級
が
６
級
以
上
で
あ
る
者
で
あ
っ

て
そ
の
号
給
が
そ
の
職
務
の
級
に
お
け
る
最
低
の
号
給
で
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
給
与
の
支
給

に
当
た
っ
て
は
，
当
該
特
定
職
員
が

55
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
４
月
１
日

（
特
定
職
員
以
外
の
者
が

55
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
４
月
１
日
後
に
特
定

 ３
～
５
 
（
略
）
 

 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
11

の
５
 
（
略
）
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
，
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
，
任
命
権
者
が
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
っ

て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
任
命
権
者
が
支
給
す

る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
は
，
そ
の
者
に
所
属
す
る
前
項
の
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
，
若
し
く
は
失
職
し
，
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
，
退
職
し
，
若
し
く
は
失
職
し
，
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
及

び
附
則
第
８
項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及

び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
，
10
0
分
の

75
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

    ３
～
５
 
（
略
）
 

  
（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）
 

第
15

条
の
２
 
第
６
条
，
第
７
条
，
第
７
条
の
３
，
第
７
条
の
５
及
び
第
８
条
の
２
の
規

定
は
，
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
 
 
 
 
 
に
は
適
用
し
な
い
。
 

  
 
 
附
 
則
 

１
～
７
 
（
略
）
 

８
 
当
分
の
間
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，
職
員
（
一
般
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
う
ち
，
そ
の
職
務
の
級
が
６
級
以
上
で
あ
る
者
で
あ
っ

て
そ
の
号
給
が
そ
の
職
務
の
級
に
お
け
る
最
低
の
号
給
で
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
給
与
の
支
給

に
当
た
っ
て
は
，
当
該
特
定
職
員
が

55
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
４
月
１
日

（
特
定
職
員
以
外
の
者
が

55
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
４
月
１
日
後
に
特
定
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職
員
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
特
定
職
員
と
な
っ
た
日
）
以
後
，
次
の
各
号
に
掲
げ

る
給
与
の
額
か
ら
，
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
。
 

 
 
 
（
略
）
 

 
 
期
末
手
当
 
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員
が
受
け
る
べ
き

給
料
月
額
（
第

11
条
の
２
第
５
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
，
当

該
合
計
額
に
，
当
該
合
計
額
に
同
項
に
規
定
す
る

10
0
分
の

15
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
，
当
該
特
定
職
員
に
支

給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る
同
条
第
２
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
に
，
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る
同
項
各
号
に
定

め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
，
10
0
分
の

1.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に
達

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員
が

受
け
る
べ
き
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
（
同
条
第
５
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に

あ
っ
て
は
，
当
該
合
計
額
に
，
当
該
合
計
額
に
同
項
に
規
定
す
る

10
0
分
の

15
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
，
当
該

特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る
同
条
第
２
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規

定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
，
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る

同
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）
 

 
 
勤
勉
手
当
 
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員
が
受
け
る
べ
き

給
料
月
額
（
第

11
条
の
５
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

11
条
の
２
第
５
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
，
当
該
合
計
額
に
，
当
該
合
計
額
に
同
項
に
規
定

す
る

10
0
分
の

15
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
額
。
附
則
第

11
項
に
お
い
て
「
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
」
と
い
う
。
）

に
，
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
勤
勉
手
当
に
係
る
第

11
条
の
５
第
２
項
前
段
に

規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に

10
0
分
の

1.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に

達
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員

が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

11
条

の
２
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
，
当
該
合
計
額
に
，
当
該
合

計
額
に
同
項
に
規
定
す
る

10
0
分
の

15
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
。
附
則
第

11
項
に
お
い
て
「
勤
勉
手
当
減
額
基
礎

額
」
と
い
う
。
）
に
，
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
勤
勉
手
当
に
係
る
第

11
条
の

５
第
２
項
前
段
に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
) 

職
員
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
特
定
職
員
と
な
っ
た
日
）
以
後
，
次
の
各
号
に
掲
げ

る
給
与
の
額
か
ら
，
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
。
 

 
 
 
（
略
）
 

 
 
期
末
手
当
 
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員
が
受
け
る
べ
き

給
料
月
額
（
第

11
条
の
２
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
，
当

該
合
計
額
に
，
当
該
合
計
額
に
同
項
に
規
定
す
る

10
0
分
の

15
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
，
当
該
特
定
職
員
に
支

給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る
同
条
第
２
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
に
，
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る
同
項
各
号
に
定

め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
，
10
0
分
の

1.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に
達

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員
が

受
け
る
べ
き
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
（
同
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に

あ
っ
て
は
，
当
該
合
計
額
に
，
当
該
合
計
額
に
同
項
に
規
定
す
る

10
0
分
の

15
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
，
当
該

特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る
同
条
第
２
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規

定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
，
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
に
係
る

同
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）
 

 
 
勤
勉
手
当
 
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員
が
受
け
る
べ
き

給
料
月
額
（
第

11
条
の
５
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

11
条
の
２
第
４
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
，
当
該
合
計
額
に
，
当
該
合
計
額
に
同
項
に
規
定

す
る

10
0
分
の

15
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
額
。
附
則
第

11
項
に
お
い
て
「
勤
勉
手
当
減
額
対
象
額
」
と
い
う
。
）

に
，
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
勤
勉
手
当
に
係
る
第

11
条
の
５
第
２
項
前
段
に

規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に

10
0
分
の

1.
5
を
乗
じ
て
得
た
額
（
最
低
号
給
に

達
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
当
該
特
定
職
員

が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
減
額
基
礎
額
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

11
条

の
２
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
，
当
該
合
計
額
に
，
当
該
合

計
額
に
同
項
に
規
定
す
る

10
0
分
の

15
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
。
附
則
第

11
項
に
お
い
て
「
勤
勉
手
当
減
額
基
礎

額
」
と
い
う
。
）
に
，
当
該
特
定
職
員
に
支
給
さ
れ
る
勤
勉
手
当
に
係
る
第

11
条
の

５
第
２
項
前
段
に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
) 
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（
略
）
 

 
 
ア
～
エ
 
（
略
）
 

９
～
13
 
（
略
）
 

14
 
平
成

27
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

28
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
職
員
の
給
料

の
月
額
は
，
第
３
条
，
第
４
条
及
び
附
則
第
８
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
（
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
，
基
礎
額

に
そ
の
者
の
給
料
表
の
級
の
区
分
に
応
じ
次
の
表
の
率
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
た

額
と
す
る
。
た
だ
し
，
地
方
自
治
法
第

20
4
条
第
２
項
に
規
定
す
る
手
当
及
び
勤
務
１
時

間
当
た
り
の
給
与
額
（
第

12
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
勤
務
１
時
間
当
た

り
の
給
与
額
を
除
く
。
）
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
月
額
は
，
基
礎
額
と
す
る
。
 

15
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
，
平
成

27
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

28
年
３
月

31
日
ま
で
の

間
に
，
所
属
し
て
い
る
職
務
の
級
か
ら
上
位
の
職
務
の
級
へ
昇
格
し
た
者
が
当
該
昇
格
の

日
以
後
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
の
月
額
が
，
そ
の
者
が
昇
格
し
な
か
っ
た
と
し
た
場

合
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
の
月
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
，
そ
の
者
の
給
料

の
月
額
は
，
当
該
昇
格
を
し
な
か
っ
た
と
し
た
場
合
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
の
月
額

と
す
る
。
 

        

給
料
表
 

級
 

率
 

一
般
行
政
職
給
料
表
 

１
級
及
び
２
級
 

10
0
分
の
２
 

３
級
及
び
４
級
 

10
0
分
の
３
 

５
級
 

10
0
分
の
４
 

６
級
及
び
７
級
 

10
0
分
の
５
 

 
 
 
（
略
）
 

 
 
ア
～
エ
 
（
略
）
 

９
～
13
 
（
略
）
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別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

一
般
行
政
職
給
料
表
 

職
員
 

の
区
 

分
 

 
職
務

の
級
 

１
 
級
 

２
 
級
 

３
 
級
 

４
 
級
 

５
 
級
 

６
 
級
 

７
 
級
 

号
 
給
 
給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

 
 

円
円

円
円

円
円

円

 
1 

13
7,
60
0 

18
7,
70
0 

22
3,
90
0 

25
8,
30
0 

28
5,
00
0 

31
5,
80
0 

36
0,
10
0 

 
2 

13
8,
70
0 

18
9,
50
0 

22
5,
50
0 

26
0,
40
0 

28
7,
20
0 

31
8,
00
0 

36
2,
70
0 

 
3 

13
9,
90
0 

19
1,
30
0 

22
7,
10
0 

26
2,
30
0 

28
9,
50
0 

32
0,
30
0 

36
5,
20
0 

 
4 

14
1,
00
0 

19
3,
10
0 

22
8,
70
0 

26
4,
40
0 

29
1,
70
0 

32
2,
50
0 

36
7,
80
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
5 

14
2,
10
0 

19
4,
70
0 

23
0,
30
0 

26
6,
30
0 

29
3,
70
0 

32
4,
80
0 

36
9,
90
0 

 
6 

14
3,
20
0 

19
6,
50
0 

23
2,
00
0 

26
8,
30
0 

29
6,
00
0 

32
6,
80
0 

37
2,
40
0 

 
7 

14
4,
30
0 

19
8,
30
0 

23
3,
60
0 

27
0,
40
0 

29
8,
30
0 

32
9,
00
0 

37
4,
80
0 

 
8 

14
5,
40
0 

20
0,
10
0 

23
5,
20
0 

27
2,
50
0 

30
0,
60
0 

33
1,
20
0 

37
7,
30
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
9 

14
6,
50
0 

20
1,
80
0 

23
6,
80
0 

27
4,
60
0 

30
2,
70
0 

33
3,
30
0 

37
9,
80
0 

 
10
 

14
7,
90
0 

20
3,
60
0 

23
8,
40
0 

27
6,
60
0 

30
5,
00
0 

33
5,
50
0 

38
2,
50
0 

 
11
 

14
9,
20
0 

20
5,
40
0 

24
0,
00
0 

27
8,
70
0 

30
7,
20
0 

33
7,
60
0 

38
5,
10
0 

 
12
 

15
0,
50
0 

20
7,
20
0 

24
1,
60
0 

28
0,
80
0 

30
9,
50
0 

33
9,
80
0 

38
7,
80
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
13
 

15
1,
80
0 

20
8,
60
0 

24
3,
20
0 

28
2,
80
0 

31
1,
70
0 

34
1,
80
0 

39
0,
20
0 

 
14
 

15
3,
30
0 

21
0,
40
0 

24
4,
70
0 

28
4,
90
0 

31
3,
80
0 

34
3,
80
0 

39
2,
50
0 

 
15
 

15
4,
80
0 

21
2,
10
0 

24
6,
20
0 

28
6,
90
0 

31
6,
00
0 

34
5,
90
0 

39
4,
70
0 

 
16
 

15
6,
40
0 

21
3,
90
0 

24
7,
70
0 

28
9,
00
0 

31
8,
10
0 

34
7,
90
0 

39
7,
10
0 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

一
般
行
政
職
給
料
表
 

 
職
務

の
級
 

１
 
級
 

２
 
級
 

３
 
級
 

４
 
級
 

５
 
級
 

６
 
級
 

７
 
級
 

号
 
給
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

給
料
月
額
 

 
円

円
円

円
円

円
円
 

1 
13
7,
60
0 

18
7,
70
0 

22
4,
60
0 

26
3,
50
0 

29
0,
70
0 

32
2,
10
0 

36
7,
50
0 

2 
13
8,
70
0 

18
9,
50
0 

22
6,
50
0 

26
5,
60
0 

29
3,
00
0 

32
4,
40
0 

37
0,
10
0 

3 
13
9,
90
0 

19
1,
30
0 

22
8,
40
0 

26
7,
60
0 

29
5,
30
0 

32
6,
70
0 

37
2,
70
0 

4 
14
1,
00
0 

19
3,
10
0 

23
0,
20
0 

26
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6,
70
0 

38
2,
80
0 

40
3,
60
0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
69
 

22
8,
40
0 

28
2,
70
0 

32
8,
60
0 

36
7,
00
0 

38
3,
20
0 

40
3,
80
0 

 

 
70
 

22
9,
20
0 

28
3,
50
0 

32
9,
30
0 

36
7,
60
0 

38
3,
70
0 

40
4,
10
0 

 

 
71
 

23
0,
00
0 

28
4,
30
0 

33
0,
00
0 

36
8,
30
0 

38
4,
20
0 

40
4,
40
0 

 

 
72
 

23
0,
80
0 

28
5,
10
0 

33
0,
70
0 

36
8,
90
0 

38
4,
80
0 

40
4,
70
0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
73
 

23
1,
60
0 

28
5,
90
0 

33
1,
20
0 

36
9,
20
0 

38
5,
10
0 

40
4,
90
0 

 

 
74
 

23
2,
30
0 

28
6,
40
0 

33
1,
80
0 

36
9,
80
0 

38
5,
50
0 

40
5,
20
0 

 

 
75
 

23
3,
00
0 

28
6,
80
0 

33
2,
30
0 

37
0,
50
0 

38
5,
90
0 

40
5,
50
0 

 

 
76
 

23
3,
70
0 

28
7,
30
0 

33
2,
90
0 

37
1,
10
0 

38
6,
30
0 

40
5,
70
0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
77
 

23
4,
40
0 

28
7,
40
0 

33
3,
20
0 

37
1,
50
0 

38
6,
60
0 

40
5,
90
0 

 

 
78
 

23
5,
20
0 

28
7,
80
0 

33
3,
70
0 

37
2,
00
0 

38
6,
90
0 

40
6,
20
0 

 

 
79
 

23
6,
00
0 

28
8,
00
0 

33
4,
10
0 

37
2,
60
0 

38
7,
20
0 

40
6,
50
0 

 

58
 

21
8,
10
0 

27
7,
50
0 

32
5,
80
0 

36
7,
70
0 

38
4,
50
0 

41
1,
20
0 

45
4,
00
0 

59
 

21
9,
00
0 

27
8,
60
0 

32
7,
00
0 

36
8,
40
0 

38
5,
20
0 

41
1,
80
0 

45
4,
80
0 

60
 

22
0,
00
0 

27
9,
70
0 

32
8,
20
0 

36
9,
10
0 

38
5,
90
0 

41
2,
40
0 

45
5,
60
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

61
 

22
0,
80
0 

28
0,
90
0 

32
9,
00
0 

36
9,
60
0 

38
6,
30
0 

41
2,
90
0 

45
6,
20
0 

62
 

22
1,
80
0 

28
1,
90
0 

32
9,
90
0 

37
0,
20
0 

38
7,
00
0 

41
3,
60
0 

 

63
 

22
2,
80
0 

28
2,
90
0 

33
0,
70
0 

37
0,
90
0 

38
7,
60
0 

41
4,
20
0 

 

64
 

22
3,
80
0 

28
3,
90
0 

33
1,
50
0 

37
1,
60
0 

38
8,
20
0 

41
4,
80
0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

65
 

22
4,
50
0 

28
4,
70
0 

33
2,
40
0 

37
1,
90
0 

38
8,
70
0 

41
5,
10
0 

 

66
 

22
5,
50
0 

28
5,
60
0 

33
2,
80
0 

37
2,
60
0 

38
9,
30
0 

41
5,
70
0 

 

67
 

22
6,
50
0 

28
6,
50
0 

33
3,
60
0 

37
3,
30
0 

38
9,
90
0 

41
6,
40
0 

 

68
 

22
7,
60
0 

28
7,
40
0 

33
4,
40
0 

37
4,
00
0 

39
0,
50
0 

41
6,
90
0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

69
 

22
8,
40
0 

28
8,
40
0 

33
5,
20
0 

37
4,
40
0 

39
0,
90
0 

41
7,
40
0 

 

70
 

22
9,
20
0 

28
9,
20
0 

33
5,
90
0 

37
5,
00
0 

39
1,
50
0 

41
8,
10
0 

 

71
 

23
0,
00
0 

29
0,
00
0 

33
6,
60
0 

37
5,
70
0 

39
2,
20
0 

41
8,
80
0 

 

72
 

23
0,
80
0 

29
0,
80
0 

33
7,
30
0 

37
6,
30
0 

39
2,
80
0 

41
9,
50
0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

73
 

23
1,
60
0 

29
1,
60
0 

33
7,
80
0 

37
6,
70
0 

39
3,
10
0 

42
0,
00
0 

 

74
 

23
2,
30
0 

29
2,
10
0 

33
8,
40
0 

37
7,
30
0 

39
3,
80
0 

42
0,
70
0 

 

75
 

23
3,
00
0 

29
2,
60
0 

33
9,
00
0 

37
8,
00
0 

39
4,
50
0 

42
1,
40
0 

 

76
 

23
3,
70
0 

29
3,
10
0 

33
9,
60
0 

37
8,
60
0 

39
5,
00
0 

42
2,
10
0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

77
 

23
4,
40
0 

29
3,
20
0 

33
9,
90
0 

37
9,
00
0 

39
5,
40
0 

42
2,
60
0 

 

78
 

23
5,
20
0 

29
3,
60
0 

34
0,
40
0 

37
9,
50
0 

39
6,
10
0 

 
 

79
 

23
6,
00
0 

29
3,
80
0 

34
0,
80
0 

38
0,
10
0 

39
6,
80
0 
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80
 

23
6,
80
0 

28
8,
40
0 

33
4,
60
0 

37
3,
10
0 

38
7,
50
0 

40
6,
70
0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
81
 

23
7,
50
0 

28
8,
60
0 

33
5,
00
0 

37
3,
60
0 

38
7,
70
0 

40
6,
90
0 

 

 
82
 

23
8,
20
0 

28
8,
80
0 

33
5,
50
0 

37
4,
20
0 

38
8,
00
0 

40
7,
20
0 

 

 
83
 

23
8,
90
0 

28
9,
20
0 

33
6,
00
0 

37
4,
70
0 

38
8,
30
0 

40
7,
50
0 

 

 
84
 

23
9,
60
0 

28
9,
50
0 

33
6,
50
0 

37
5,
00
0 

38
8,
50
0 

40
7,
70
0 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
85
 

24
0,
30
0 

28
9,
80
0 

33
6,
80
0 

37
5,
40
0 

38
8,
70
0 

40
7,
90
0 

 

 
86
 

24
1,
00
0 

29
0,
10
0 

33
7,
20
0 

37
5,
90
0 

38
9,
00
0 

 
 

 
87
 

24
1,
70
0 

29
0,
40
0 

33
7,
70
0 

37
6,
30
0 

38
9,
30
0 

 
 

 
88
 

24
2,
40
0 

29
0,
80
0 

33
8,
10
0 

37
6,
70
0 

38
9,
50
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
89
 

24
3,
10
0 

29
1,
10
0 

33
8,
40
0 

37
7,
10
0 

38
9,
70
0 

 
 

 
90
 

24
3,
60
0 

29
1,
50
0 

33
8,
80
0 

37
7,
60
0 

39
0,
00
0 

 
 

 
91
 

24
4,
10
0 

29
1,
80
0 

33
9,
30
0 

37
8,
00
0 

39
0,
30
0 

 
 

 
92
 

24
4,
60
0 

29
2,
20
0 

33
9,
70
0 

37
8,
40
0 

39
0,
50
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
93
 

24
4,
90
0 

29
2,
30
0 

33
9,
90
0 

37
8,
70
0 

39
0,
70
0 

 
 

 
94
 

 
29
2,
50
0 

34
0,
30
0 

 
 

 
 

 
95
 

 
29
2,
90
0 

34
0,
80
0 

 
 

 
 

 
96
 

 
29
3,
30
0 

34
1,
20
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
97
 

 
29
3,
50
0 

34
1,
30
0 

 
 

 
 

 
98
 

 
29
3,
80
0 

34
1,
80
0 

 
 

 
 

 
99
 

 
29
4,
20
0 

34
2,
20
0 

 
 

 
 

 
10
0 

 
29
4,
60
0 

34
2,
50
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

80
 

23
6,
80
0 

29
4,
20
0 

34
1,
30
0 

38
0,
60
0 

39
7,
50
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

81
 

23
7,
50
0 

29
4,
40
0 

34
1,
70
0 

38
1,
10
0 

39
8,
00
0 

 
 

82
 

23
8,
20
0 

29
4,
60
0 

34
2,
20
0 

38
1,
70
0 

39
8,
70
0 

 
 

83
 

23
8,
90
0 

29
5,
00
0 

34
2,
70
0 

38
2,
30
0 

39
9,
40
0 

 
 

84
 

23
9,
60
0 

29
5,
30
0 

34
3,
20
0 

38
2,
70
0 

40
0,
10
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85
 

24
0,
30
0 

29
5,
60
0 

34
3,
60
0 

38
3,
30
0 

40
0,
60
0 

 
 

86
 

24
1,
00
0 

29
5,
90
0 

34
4,
00
0 

38
3,
90
0 

 
 

 

87
 

24
1,
70
0 

29
6,
20
0 

34
4,
50
0 

38
4,
50
0 

 
 

 

88
 

24
2,
40
0 

29
6,
60
0 

34
4,
90
0 

38
5,
10
0 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

89
 

24
3,
10
0 

29
6,
90
0 

34
5,
20
0 

38
5,
80
0 

 
 

 

90
 

24
3,
60
0 

29
7,
30
0 

34
5,
60
0 

38
6,
40
0 

 
 

 

91
 

24
4,
10
0 

29
7,
70
0 

34
6,
10
0 

38
7,
00
0 

 
 

 

92
 

24
4,
60
0 

29
8,
10
0 

34
6,
50
0 

38
7,
60
0 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

93
 

24
4,
90
0 

29
8,
20
0 

34
6,
70
0 

38
8,
30
0 

 
 

 

94
 

 
29
8,
50
0 

34
7,
10
0 

 
 

 
 

95
 

 
29
8,
90
0 

34
7,
60
0 

 
 

 
 

96
 

 
29
9,
30
0 

34
8,
00
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

97
 

 
29
9,
50
0 

34
8,
10
0 

 
 

 
 

98
 

 
29
9,
80
0 

34
8,
60
0 

 
 

 
 

99
 

 
30
0,
20
0 

34
9,
10
0 

 
 

 
 

10
0 

 
30
0,
60
0 

34
9,
40
0 
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10
1 

 
29
4,
80
0 

34
2,
80
0 

 
 

 
 

 
10
2 

 
29
5,
10
0 

34
3,
20
0 

 
 

 
 

 
10
3 

 
29
5,
50
0 

34
3,
60
0 

 
 

 
 

 
10
4 

 
29
5,
80
0 

34
4,
00
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
10
5 

 
29
6,
00
0 

34
4,
50
0 

 
 

 
 

 
10
6 

 
29
6,
30
0 

34
4,
90
0 

 
 

 
 

 
10
7 

 
29
6,
70
0 

34
5,
30
0 

 
 

 
 

 
10
8 

 
29
7,
00
0 

34
5,
70
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
10
9 

 
29
7,
20
0 

34
6,
20
0 

 
 

 
 

 
11
0 

 
29
7,
60
0 

34
6,
60
0 

 
 

 
 

 
11
1 

 
29
8,
00
0 

34
6,
90
0 

 
 

 
 

 
11
2 

 
29
8,
30
0 

34
7,
20
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
11
3 

 
29
8,
40
0 

34
7,
70
0 

 
 

 
 

 
11
4 

 
29
8,
70
0 

 
 

 
 

 

 
11
5 

 
29
9,
00
0 

 
 

 
 

 

 
11
6 

 
29
9,
40
0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
11
7 

 
29
9,
60
0 

 
 

 
 

 

 
11
8 

 
29
9,
80
0 

 
 

 
 

 

 
11
9 

 
30
0,
10
0 

 
 

 
 

 

 
12
0 

 
30
0,
40
0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
12
1 

 
30
0,
80
0 

 
 

 
 

 

 
12
2 

 
30
1,
00
0 

 
 

 
 

 

10
1 

 
30
0,
80
0 

34
9,
70
0 

 
 

 
 

10
2 

 
30
1,
10
0 

35
0,
10
0 

 
 

 
 

10
3 

 
30
1,
50
0 

35
0,
50
0 

 
 

 
 

10
4 

 
30
1,
80
0 

35
0,
90
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
5 

 
30
2,
00
0 

35
1,
40
0 

 
 

 
 

10
6 

 
30
2,
30
0 

35
1,
80
0 

 
 

 
 

10
7 

 
30
2,
70
0 

35
2,
20
0 

 
 

 
 

10
8 

 
30
3,
00
0 

35
2,
60
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
9 

 
30
3,
20
0 

35
3,
10
0 

 
 

 
 

11
0 

 
30
3,
60
0 

35
3,
50
0 

 
 

 
 

11
1 

 
30
4,
00
0 

35
3,
90
0 

 
 

 
 

11
2 

 
30
4,
30
0 

35
4,
20
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
3 

 
30
4,
40
0 

35
4,
70
0 

 
 

 
 

11
4 

 
30
4,
70
0 

 
 

 
 

 

11
5 

 
30
5,
00
0 

 
 

 
 

 

11
6 

 
30
5,
40
0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
7 

 
30
5,
60
0 

 
 

 
 

 

11
8 

 
30
5,
80
0 

 
 

 
 

 

11
9 

 
30
6,
10
0 

 
 

 
 

 

12
0 

 
30
6,
40
0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
1 

 
30
6,
80
0 

 
 

 
 

 

12
2 

 
30
7,
00
0 
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12
3 

 
30
1,
30
0 

 
 

 
 

 

 
12
4 

 
30
1,
60
0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
12
5 

 
30
1,
90
0 

 
 

 
 

 

再
任
 

用
職
 

員
 

 
18
5,
40
0 

21
2,
90
0 

25
2,
90
0 

27
2,
30
0 

28
7,
40
0 

31
2,
80
0 

35
4,
50
0 

備
考
 
こ
の
表
は
，
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
 

 

12
3 

 
30
7,
30
0 

 
 

 
 

 

12
4 

 
30
7,
60
0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
5 

 
30
8,
00
0 

 
 

 
 

 

備
考
 
こ
の
表
は
，
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
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議案第19号参考 阿久根市税条例の一部を改正する条例関係新旧対照表 

 

○ 阿久根市税条例の一部を改正する条例（昭和45年阿久根市条例第34号） 

                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

附 則 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第10条の２ 法附則第15条第２項第１号に規定

する市町村の条例で定める割合は，３分の１と

する。 

２ 法附則第15条第２項第２号に規定する市町

村の条例で定める割合は，２分の１とする。 

３ 法附則第15条第２項第３号に規定する市町

村の条例で定める割合は，２分の１とする。 

４ 法附則第15条第２項第６号に規定する市町

村の条例で定める割合は，４分の３とする。 

５ 法附則第15条第８項に規定する市町村の条

例で定める割合は，３分の２とする。 

６ 法附則第15条第34項に規定する市町村の条

例で定める割合は，３分の２とする。 

７ 法附則第15条第37項に規定する市町村の条

例で定める割合は，３分の２とする。 

８ 法附則第15条第38項に規定する市町村の条

例で定める割合は，４分の３とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第10条の３ （略） 

 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第10条の２ （略） 
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議案第24号参考 阿久根市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例関係新旧対照表 

 

○ 阿久根市子ども発達支援センターの設置及び管理に関する条例（平成12年阿久根市条例第６号） 

                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（設置） 
第１条 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６

条の２の２第２項に規定する児童発達支援の

事業を実施し，心身の発達について支援を必要

とする児童（以下「要支援児」という。）の福

祉の増進に寄与するため，子ども発達支援セン

ター（以下「施設」という。）を設置する。 

 

（設置） 
第１条 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６

条の２第２項  に規定する児童発達支援の

事業を実施し，心身の発達について支援を必要

とする児童（以下「要支援児」という。）の福

祉の増進に寄与するため，子ども発達支援セン

ター（以下「施設」という。）を設置する。 
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議案第25号参考 阿久根市介護保険条例の一部を改正する条例関係新旧対照表 

 

○ 阿久根市介護保険条例（平成12年阿久根市条例第７号） 

                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（保険料率） 

第２条 平成27年度から平成29年度までの各年

度における保険料率は，次の各号に掲げる第１

号被保険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に

定める額とする。 

  介護保険法施行令（平成10年政令第412

号。以下「令」という。）第38条第１項第

１号に掲げる者 年額33,600円 

  令第38条第１項第２号に掲げる者 年額

50,400円 

  令第38条第１項第３号に掲げる者 年額

50,400円 

  令第38条第１項第４号に掲げる者 年額

60,480円 

  令第38条第１項第５号に掲げる者 年額

67,200円 

  令第38条第１項第６号に掲げる者 年額

80,640円 

  令第38条第１項第７号に掲げる者 年額

87,360円 

  令第38条第１項第８号に掲げる者 年額

100,800円 

  令第38条第１項第９号に掲げる者 年額

114,240円 

 

（賦課期日後に第１号被保険者の資格の取得

又は喪失等があった場合の取扱い） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に令第38条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を

有するに至った者及び に係る者を除く。），ロ

若しくはニ，第２号ロ，第３号ロ，第４号ロ，

第５号ロ，第６号ロ，第７号ロ又は第８号ロに

該当するに至った第１号被保険者に係る保険

料の額は，当該該当するに至った日の属する月

の前月まで月割により算定した当該第１号被

保険者に係る保険料の額と当該該当するに至

った日の属する月から令第38条第１項第１号

から第８号までのいずれかに規定する者とし

て月割により算定した保険料の額との合算額

とする。 

 

（保険料率） 

第２条 平成24年度から平成26年度までの各年

度における保険料率は，次の各号に掲げる第１

号被保険者の区分に応じ，それぞれ当該各号に

定める額とする。 

  介護保険法施行令（平成10年政令第412

号。以下「令」という。）第38条第１項第

１号に掲げる者 年額25,800円 

  令第38条第１項第２号に掲げる者 年額

25,800円 

  令第38条第１項第３号に掲げる者 年額

38,700円 

  令第38条第１項第４号に掲げる者 年額

51,600円 

  令第38条第１項第５号に掲げる者 年額

64,500円 

  令第38条第１項第６号に掲げる者 年額

77,400円 

 

 

 

 

 

 

 

（賦課期日後に第１号被保険者の資格の取得

又は喪失等があった場合の取扱い） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に令第38条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を

有するに至った者及び に係る者を除く。），ロ

及びハ  ，第２号ロ，第３号ロ，第４号ロ又

は第５号ロ              に

該当するに至った第１号被保険者に係る保険

料の額は，当該該当するに至った日の属する月

の前月まで月割により算定した当該第１号被

保険者に係る保険料の額と当該該当するに至

った日の属する月から令第38条第１項第１号

から第５号までのいずれかに規定する者とし

て月割により算定した保険料の額との合算額

とする。 
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附 則 

第１条～第７条 （略） 

（地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成26年法律第83号）附則第14条に規定

する介護予防・日常生活支援総合事業等に関す

る経過措置） 

第８条 法第115条の45第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業については，介護予

防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み，

その円滑な実施を図るため，平成27年４月１日

から平成29年３月31日までの間は行わず，その

翌日から行うものとする。 

２ 法第115条の45第２項第４号に掲げる事業に

ついては，その円滑な実施を図るため，平成2

7年４月１日から平成28年３月31日までの間は

行わず，その翌日から行うものとする。 

３ 法第115条の45第２項第５号に掲げる事業に

ついては，その事業の実施に必要な準備のた

め，平成27年４月１日から平成30年３月31日ま

での間は行わず，その翌日から行うものとす

る。 

４ 法第115条の45第２項第６号に掲げる事業に

ついては，その円滑な実施を図るため，平成2

7年４月１日から平成30年３月31日までの間は

行わず，その翌日から行うものとする。 

 

附 則 

第１条～第７条 （略） 
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議案第26号参考 阿久根市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例関係新旧対照表 

 

○ 阿久根市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

25年阿久根市条例第11号） 

                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

目次 

 第１章～第８章 （略） 

第９章 看護小規模多機能型居宅介護 

 第１節～第４節 （略） 

第10章 （略） 

附則 

 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

員数） 

第６条 （略） 

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その他

厚生労働大臣が定める者（以下この章において

「看護師，介護福祉士等」という。）をもって

充てなければならない。ただし，利用者の処遇

に支障がない場合であって，提供時間帯を通じ

て，看護師，介護福祉士等又は前項第４号アの

看護職員との連携を確保しているときは，サー

ビス提供責任者（指定居宅サービス等の事業の

人員，設備及び運営に関する基準（平成11年厚

生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」

という。）第５条第２項のサービス提供責任者

                                           

                                         

                                         

                                         

                                         

                             をいう。以

下同じ。）の業務に３年以上従事した経験を有

する者をもって充てることができる。 

３・４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の同一敷地内に次の各号に掲げるいずれか

の施設等がある          場合において，当該

施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は，

前項本文の規定にかかわらず，午後６時から午

前８時までの間において，当該施設等の職員を

オペレーターとして充てることができる。 

 ～ （略） 

  指定認知症対応型共同生活介護事業所（第

110条第１項に規定する指定認知症対応型共

同生活介護事業所をいう。第64条第１項，第

目次 

 第１章～第８章 （略） 

第９章 複合型サービス             

 第１節～第４節 （略） 

第10章 （略） 

附則 

 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

員数） 

第６条 （略） 

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その他

厚生労働大臣が定める者（以下この章において

「看護師，介護福祉士等」という。）をもって

充てなければならない。ただし，利用者の処遇

に支障がない場合であって，提供時間帯を通じ

て，看護師，介護福祉士等又は前項第４号アの

看護職員との連携を確保しているときは，サー

ビス提供責任者（指定居宅サービス等の事業の

人員，設備及び運営に関する基準（平成11年厚

生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」

という。）第５条第２項のサービス提供責任者

又は指定介護予防サービス等の事業の人員，設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以

下「指定介護予防サービス等基準」という。）

第５条第２項のサービス提供責任者をいう。以

下同じ。）の業務に３年以上従事した経験を有

する者をもって充てることができる。 

３・４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所            に次の各号に掲げるいずれか

の施設等が併設されている場合において，当該

施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は，

前項本文の規定にかかわらず，午後６時から午

前８時までの間において，当該施設等の職員を

オペレーターとして充てることができる。 

 ～ （略） 

  指定認知症対応型共同生活介護事業所（第

110条第１項に規定する指定認知症対応型共

同生活介護事業所をいう。第64条第１項，第
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65条，第82条第６項     ，第83条第３項及

び第84条において同じ。） 

  指定地域密着型特定施設（第129条第１項

に規定する指定地域密着型特定施設をいう。

第64条第１項，第65条第１項及び第82条第６

項    において同じ。） 

  指定地域密着型介護老人福祉施設（第150

条第１項に規定する指定地域密着型介護老

人福祉施設をいう。第64条第１項，第65条第

１項及び第82条第６項      において同

じ。） 

  指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

（第191条第１項に規定する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所をいう。第５章から

第８章までにおいて同じ。） 

 ～  （略） 

６～11 （略） 

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等

基準第60条第１項に規定する指定訪問看護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，

かつ，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等基

準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合に，指定居宅サービス

等基準第60条第１項第１号イに規定する人員

に関する基準を満たすとき（同条第５項の規定

により同条第１項第１号イ及び第２号に規定

する基準を満たしているものとみなされてい

るとき，及び第191条第10項の規定により同条

第４項    に規定する基準を満たしてい

るものとみなされているときを除く。）は，当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は，第１項第４号アに規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基

本取扱方針） 

第23条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は，自らその提供する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の質の評価を行い         

                                  ，それら

の結果を公表し，常にその改善を図らなければ

ならない。 

 

（勤務体制の確保等） 

65条，第82条第６項第１号，第83条第３項及

び第84条において同じ。） 

  指定地域密着型特定施設（第129条第１項

に規定する指定地域密着型特定施設をいう。

第64条第１項，第65条第１項及び第82条第６

項第２号において同じ。） 

  指定地域密着型介護老人福祉施設（第150

条第１項に規定する指定地域密着型介護老

人福祉施設をいう。第64条第１項，第65条第

１項及び第82条第６項第３号において同

じ。） 

  指定複合型サービス事業所            

（第191条第１項に規定する指定複合型サー

ビス事業所            をいう。第５章から

第８章までにおいて同じ。） 

 ～  （略） 

６～11 （略） 

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等

基準第60条第１項に規定する指定訪問看護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，

かつ，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等基

準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合に，指定居宅サービス

等基準第60条第１項第１号イに規定する人員

に関する基準を満たすとき（同条第５項の規定

により同条第１項第１号イ及び第２号に規定

する基準を満たしているものとみなされてい

るとき，及び第191条第10項の規定により同条

第１項第１号イに規定する基準を満たしてい

るものとみなされているときを除く。）は，当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は，第１項第４号アに規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基

本取扱方針） 

第23条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は，自らその提供する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の質の評価を行うとともに，

定期的に外部の者による評価を受けて，それら

の結果を公表し，常にその改善を図らなければ

ならない。 

 

（勤務体制の確保等） 
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第32条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所ごとに，当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を提供しなければならな

い。ただし，指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が，適切に指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を

構築しており，他の指定訪問介護事業所，指定

夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護

事業所（以下この条において「指定訪問介護事

業所等」という。）との密接な連携を図ること

により当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の効果的な運営を期待することが

できる場合であって，利用者の処遇に支障がな

いときは，市長が地域の実情を勘案し適切と認

める範囲内において，定期巡回・随時対応型訪

問介護看護                      の事業の

一部を，当該他の指定訪問介護事業所等との契

約に基づき，当該指定訪問介護事業所等の従業

者に行わせることができる。 

３・４ （略） 

 

（基本方針） 

第60条 指定地域密着型サービスに該当する認

知症対応型通所介護（以下「指定認知症対応型

通所介護」という。）の事業は，要介護状態と

なった場合においても，その認知症（法第５条

の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）で

ある利用者（その者の認知症の原因となる疾患

が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が

可能な限りその居宅において，その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう生活機能の維持又は向上を目指し，必要な

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことに

より，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図るものでなければなら

ない。 

 

（設備及び備品等） 

第63条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業者が第１項に掲げる

設備を利用し，夜間及び深夜に単独型・併設型

第32条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所ごとに，当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を提供しなければならな

い。ただし，指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が，適切に指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を

構築しており，他の指定訪問介護事業所又は指

定夜間対応型訪問介護事業所               

     （以下この条において「指定訪問介護事

業所等」という。）との密接な連携を図ること

により当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の効果的な運営を期待することが

できる場合であって，利用者の処遇に支障がな

いときは，市長が地域の実情を勘案し適切と認

める範囲内において，定期巡回サービス，随時

対応サービス又は随時訪問サービスの事業の

一部を，当該他の指定訪問介護事業所等との契

約に基づき，当該指定訪問介護事業所等の従業

者に行わせることができる。 

３・４ （略） 

 

（基本方針） 

第60条 指定地域密着型サービスに該当する認

知症対応型通所介護（以下「指定認知症対応型

通所介護」という。）の事業は，要介護状態と

なった場合においても，その認知症（法第５条

の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）で

ある利用者（その者の認知症の原因となる疾患

が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が

可能な限りその居宅において，その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう                              ，必要な

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことに

より，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図るものでなければなら

ない。 

 

（設備及び備品等） 

第63条 （略） 

２・３ （略） 
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指定認知症対応型通所介護以外のサービスを

提供する場合に限る。）には，当該サービスの

内容を当該サービスの提供の開始前に市長に

届け出るものとする。 

５ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事

業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事

業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第７条第

１項から第３項までに規定する設備に関する

基準を満たすことをもって，第１項から第３項

までに規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

 

（利用定員等） 

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の利用定員（当該共用型指定認知症対応型通

所介護事業所において同時に共用型指定認知

症対応型通所介護の提供を受けることができ

る利用者の数の上限をいう。）は，指定認知症

対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所においては

共同生活住居（法第８条第19項又は法第８条の

２第15項に規定する共同生活を営むべき住居

をいう。）ごとに，指定地域密着型特定施設又

は指定地域密着型介護老人福祉施設において

は施設ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，

指定居宅サービス（法第41条第１項に規定する

指定居宅サービスをいう。以下同じ。），指定地

域密着型サービス，指定居宅介護支援（法第

46条第１項に規定する指定居宅介護支援をい

う。），指定介護予防サービス（法第53条第１項

に規定する指定介護予防サービスをいう。以下

同じ。），指定地域密着型介護予防サービス（法

第54条の２第１項に規定する指定地域密着型

介護予防サービスをいう。以下同じ。）若しく

は指定介護予防支援（法第58条第１項に規定す

る指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護

保険施設（法第８条第24項に規定する介護保険

施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介護療

養型医療施設の運営（第82条第７項において

「指定居宅サービス事業等」という。）につい

て３年以上の経験を有する者でなければなら

ない。 

 

 

 

 

４ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事

業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事

業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第７条第

１項から第３項までに規定する設備に関する

基準を満たすことをもって，前３項       

     に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

 

（利用定員等） 

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の利用定員（当該共用型指定認知症対応型通

所介護事業所において同時に共用型指定認知

症対応型通所介護の提供を受けることができ

る利用者の数の上限をいう。）は，指定認知症

対応型共同生活介護事業所，指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所               

                                         

                                         

            ，指定地域密着型特定施設又

は指定地域密着型介護老人福祉施設         

   ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，

指定居宅サービス（法第41条第１項に規定する

指定居宅サービスをいう          。），指定地

域密着型サービス，指定居宅介護支援（法第

46条第１項に規定する指定居宅介護支援をい

う。），指定介護予防サービス（法第53条第１項

に規定する指定介護予防サービスをいう     

     。），指定地域密着型介護予防サービス（法

第54条の２第１項に規定する指定地域密着型

介護予防サービスをいう          。）若しく

は指定介護予防支援（法第58条第１項に規定す

る指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護

保険施設                                 

                        若しくは指定介護

療養型医療施設の運営（第82条第７項において

「指定居宅サービス事業等」という。）につい

て３年以上の経験を有する者でなければなら

ない。 
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（事故発生時の対応） 

第78条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者

は，利用者に対する指定認知症対応型通所介護

の提供により事故が発生した場合は，市，当該

利用者の家族，当該利用者に係る指定居宅介護

支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，前項の

事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者

に対する指定認知症対応型通所介護の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠

償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は，第63

条第４項の単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護以外のサービスの提供により事故が発

生した場合は，第１項及び第２項の規定に準じ

た必要な措置を講じなければならない。 

（記録の整備） 

第79条 （略） 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者

に対する指定認知症対応型通所介護の提供に

関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

 ～  （略） 

  前条第２項                      に規

定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

（準用） 

第80条 第９条から第13条まで，第15条から第

18条まで，第20条，第22条，第28条，第34条か

ら第38条まで       ，第41条及び第53条の規

定は，指定認知症対応型通所介護の事業につい

て準用する。この場合において，第９条第１項

中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第

73条に規定する重要事項に関する規程」と，「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「認知症対応型通所介護従業者」と，第

34条並びに第35条第１項及び第２項中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「認知症対応型通所介護従業者」と読み替え

るものとする。 

 

（従業者の員数等） 

第82条 （略） 

２～５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記録の整備） 

第79条 （略） 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者

に対する指定認知症対応型通所介護の提供に

関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日

から５年間保存しなければならない。 

 ～  （略） 

  次条において準用する第40条第２項に規

定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

（準用） 

第80条 第９条から第13条まで，第15条から第

18条まで，第20条，第22条，第28条，第34条か

ら第38条まで，第40条，第41条及び第53条の規

定は，指定認知症対応型通所介護の事業につい

て準用する。この場合において，第９条第１項

中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第

73条に規定する重要事項に関する規程」と，「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「認知症対応型通所介護従業者」と，第

34条並びに第35条第１項及び第２項中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「認知症対応型通所介護従業者」と読み替え

るものとする。 

 

（従業者の員数等） 

第82条 （略） 

２～５ （略） 
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６ 次の表の左欄に掲げる                   

                                         

   場合において，前各項に定める人員に関す

る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業

者を置くほか，同表の中欄に掲げる施設等の人

員に関する基準を満たす従業者を置いている

ときは，同表の右欄に掲げる当該小規模多機能

型居宅介護従業者は，同表の中欄に掲げる施設

等の職務に従事することができる。 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかが併

設されてい

る場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所，指定地

域密着型特

定施設，指定

地域密着型

介護老人福

祉施設又は

指定介護療

養型医療施

設（医療法

（昭和２３

年法律第２

０５号）第７

条第２項第

４号に規定

する療養病

床を有する

診療所であ

るものに限

る。） 

介護職員 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所の同

一敷地内に

中欄に掲げ

る施設等の

いずれかが

ある場合 

前項中欄に

掲げる施設

等，指定居宅

サービスの

事業を行う

事業所，指定

定期巡回・随

時対応型訪

問介護看護

事業所，指定

認知症対応

型通所介護

事業所，指定

介護老人福

祉施設又は

介護老人保

健施設 

看護師又は

准看護師 

６ 指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の

各号のいずれかに掲げる施設等が併設されて

いる場合において，前各項に定める人員に関す

る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業

者を置くほか，当該各号  に掲げる施設等の人

員に関する基準を満たす従業者を置いている

ときは，                  当該小規模多機能

型居宅介護従業者は，当該各号  に掲げる施設

等の職務に従事することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 

 

 

 

 

 

 

 

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模

多機能型居宅介護事業所であって，指定居宅サ

ービス事業等その他の保健医療又は福祉に関

する事業について３年以上の経験を有する指

定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者（第191条第

１項に規定する指定複合型サービス事業者を

いう。）により設置される当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能

型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所であって当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多

機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの

（以下「本体事業所」という。）との密接な連

携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規

模多機能型居宅介護従業者については，本体事

業所の職員により当該サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が

適切に行われると認められるときは，１人以上

とすることができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所については，

夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所に

おいて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介

護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従

業者（第191条第１項に規定する複合型サービ

ス従業者をいう。）により当該サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の

処遇が適切に行われると認められるときは，夜

間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う

小規模多機能型居宅介護従業者を置かないこ

とができる。 

９ （略） 

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録

者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能

型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支

援専門員を置かなければならない。ただし，当

該介護支援専門員は，利用者の処遇に支障がな

い場合は，当該指定小規模多機能型居宅介護事

  指定認知症対応型共同生活介護事業所 

  指定地域密着型特定施設 

  指定地域密着型介護老人福祉施設 

  指定介護療養型医療施設（医療法（昭和

23年法律第205号）第７条第２項第４号に規

定する療養病床を有する診療所であるもの

に限る。） 

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模

多機能型居宅介護事業所であって，指定居宅サ

ービス事業等その他の保健医療又は福祉に関

する事業について３年以上の経験を有する指

定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複

合型サービス事業者            （第191条第

１項に規定する指定複合型サービス事業者を

いう。）により設置される当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能

型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事

業所            であって当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多

機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの

（以下「本体事業所」という。）との密接な連

携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規

模多機能型居宅介護従業者については，本体事

業所の職員により当該サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が

適切に行われると認められるときは，１人以上

とすることができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所については，

夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所に

おいて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介

護従業者又は複合型サービス従業者         

   （第191条第１項に規定する複合型サービ

ス従業者をいう。）により当該サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の

処遇が適切に行われると認められるときは，夜

間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う

小規模多機能型居宅介護従業者を置かないこ

とができる。 

９ （略） 

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録

者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能

型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支

援専門員を置かなければならない。ただし，当

該介護支援専門員は，利用者の処遇に支障がな

い場合は，当該指定小規模多機能型居宅介護事
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業所の他の職務に従事し，又は当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所に併設する第６項の

表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設され

ている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務

に従事することができる。 

11～13 （略） 

（管理者） 

第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，

指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし，当該管理者は，指定

小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障

がない場合は，当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所の他の職務に従事し，又は当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条

第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが

併設されている場合の項の中欄に掲げる施設

等の職務，同一敷地内       の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者が，指定夜間対応型訪問介護事業者，指定訪

問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定

を併せて受け，一体的な運営を行っている場合

には，これらの事業に係る職務を含む。）若し

くは法第115条の45第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規

定する第１号介護予防支援事業を除く。）に従

事することができるものとする。 

２ （略） 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，老

人デイサービスセンター（老人福祉法第20条の

２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，指定

小規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対

応型共同生活介護事業所，指定複合型サービス

事業所（第193条に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同じ。）等の従

業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８

条第２項に規定する政令で定める者をいう。次

条，第111条第２項第112条，第192条第２項及

び第193条において同じ。）として３年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有する者

であって，別に厚生労働大臣が定める研修を修

了しているものでなければならない。 

 

（登録定員及び利用定員） 

業所の他の職務に従事し，又は当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所に併設する第６項各

号                                       

                                         

                   に掲げる施設等の職務

に従事することができる。 

11～13 （略） 

（管理者） 

第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，

指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし，当該管理者は，指定

小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障

がない場合は，当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所の他の職務に従事し，又は当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条

第６項各号                               

                                         

                           に掲げる施設

等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者が，指定夜間対応型訪問介護事業者，指定訪

問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定

を併せて受け，一体的な運営を行っている場合

には，これらの事業に係る職務を含む。）     

                                         

                                         

                                 に従事

することができるものとする。 

２ （略） 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，老

人デイサービスセンター（老人福祉法第20条の

２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，指定

小規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対

応型共同生活介護事業所，指定複合型サービス

事業所                                   

                                   等の従

業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８

条第２項に規定する政令で定める者をいう。次

条，第111条第２項第112条，第192条第２項及

び第193条において同じ。）として３年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有する者

であって，別に厚生労働大臣が定める研修を修

了しているものでなければならない。 

 

（登録定員及び利用定員） 
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第85条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，

その登録定員（登録者の数（当該指定小規模多

機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け，

かつ，指定小規模多機能型居宅介護の事業と指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては，登録者の数及び指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第44条第１

項に規定する登録者の数の合計数）の上限をい

う。以下この章において同じ。）を29人（サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては，18人）以下とする。 

２ （略） 

  通いサービス 登録定員の２分の１から

15人（登録定員が25人を超える指定小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては，登録定員

に応じて，次の表に定める利用定員，サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては，12人）まで 

登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

  （略） 

 

（指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方

針） 

第91条 （略） 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，自ら

その提供する指定小規模多機能型居宅介護の

質の評価を行い                           

                ，それらの結果を公表し，常

にその改善を図らなければならない。 

 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

第106条 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は，可能な限り，利用者がその居宅において生

活を継続できるよう支援することを前提とし

つつ，利用者が第82条第６項    に掲げる施設

等その他の施設へ入所等を希望した場合は，円

滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう，必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（従業者の員数） 

第110条 （略） 

２・３ （略） 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業所に，指

第85条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，

その登録定員（登録者の数（当該指定小規模多

機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け，

かつ，指定小規模多機能型居宅介護の事業と指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては，登録者の数及び指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第44条第１

項に規定する登録者の数の合計数）の上限をい

う。以下この章において同じ。）を25人（サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては，18人）以下とする。 

２ （略） 

  通いサービス 登録定員の２分の１から

15人（                                  

                                       

                                 サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては，12人）まで 

 

 

 

 

  （略） 

 

（指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方

針） 

第91条 （略） 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，自ら

その提供する指定小規模多機能型居宅介護の

質の評価を行うとともに，定期的に外部の者に

よる評価を受けて，それらの結果を公表し，常

にその改善を図らなければならない。 

 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

第106条 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は，可能な限り，利用者がその居宅において生

活を継続できるよう支援することを前提とし

つつ，利用者が第82条第６項各号に掲げる施設

等その他の施設へ入所等を希望した場合は，円

滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう，必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（従業者の員数） 

第110条 （略） 

２・３ （略） 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業所に，指
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定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所が併設され

ている場合において，前３項に定める員数を満

たす介護従業者を置くほか，第82条に定める指

定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関

する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従

業者を置いているとき，又は第191条に定める

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人

員に関する基準を満たす看護小規模多機能型

居宅介護従業者を置いているときは，当該介護

従業者は，当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の職務に従事することができる。 

５・６ （略） 

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者

は，介護支援専門員をもって充てなければなら

ない。ただし，併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図

ることにより当該指定認知症対応型共同生活

介護事業所の効果的な運営を期待することが

できる場合であって，利用者の処遇に支障がな

いときは，これを置かないことができるものと

する。 

８～10 （略） 

（管理者） 

第111条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は，共同生活住居ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，当該管理者は，共同生活住居の管理上支障

がない場合は，当該共同生活住居の他の職務に

従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施

設等若しくは併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の職務に従事することがで

きるものとする。 

２ （略） 

 

（基準） 

第113条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

は，共同生活住居を有するものとし，その数は

１又は２とする。ただし，指定認知症対応型共

同生活介護事業所に係る用地の確保が困難で

あることその他地域の実情により指定認知症

対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必

要と認められる場合は，１の事業所における共

同生活住居の数を３とすることができる。 

２～７ （略） 

定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複

合型サービス事業所            が併設され

ている場合において，前３項に定める員数を満

たす介護従業者を置くほか，第82条に定める指

定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関

する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従

業者を置いているとき，又は第191条に定める

指定複合型サービス事業所            の人

員に関する基準を満たす複合型サービス従業

者            を置いているときは，当該介護

従業者は，当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所又は指定複合型サービス事業所         

  の職務に従事することができる。 

５・６ （略） 

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者

は，介護支援専門員をもって充てなければなら

ない。ただし，併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所 

            の介護支援専門員との連携を図

ることにより当該指定認知症対応型共同生活

介護事業所の効果的な運営を期待することが

できる場合であって，利用者の処遇に支障がな

いときは，これを置かないことができるものと

する。 

８～10 （略） 

（管理者） 

第111条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は，共同生活住居ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し，当該管理者は，共同生活住居の管理上支障

がない場合は，当該共同生活住居の他の職務に

従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施

設等若しくは併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所若しくは指定複合型サービス事

業所            の職務に従事することがで

きるものとする。 

２ （略） 

 

（基準） 

第113条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

は，共同生活住居を有するものとし，その数は

１又は２とする。                          

                                         

                                         

                                         

                                         

                                     

２～７ （略） 
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（管理者による管理） 

第121条 共同生活住居の管理者は，同時に介護

保険施設，指定居宅サービス，指定地域密着型

サービス，指定介護予防サービス若しくは指定

地域密着型介護予防サービスの事業を行う事

業所，病院，診療所又は社会福祉施設を管理す

る者であってはならない。ただし，これらの事

業所，施設等が同一敷地内にあること等により

当該共同生活住居の管理上支障がない場合は，

この限りでない。 

 

（従業者の員数） 

第130条 （略） 

２～８ （略） 

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所が併設されている場合に

おいては，当該指定地域密着型特定施設の員数

を満たす従業者を置くほか，第82条に定める指

定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関

する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従

業者を置いているとき，又は第191条に定める

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人

員に関する基準を満たす看護小規模多機能型

居宅介護従業者を置いているときは，当該指定

地域密着型特定施設の従業者は，当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する

ことができる。 

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者

については，併設される指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の介護支援専門員により当該指

定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切

に行われると認められるときは，これを置かな

いことができる。 

（管理者） 

第131条 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，指定地域密着型特定施設ごとに専

らその職務に従事する管理者を置かなければ

ならない。ただし，当該管理者は，指定地域密

着型特定施設の管理上支障がない場合は，当該

指定地域密着型特定施設における他の職務に

従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施

設等若しくは本体施設の職務（本体施設が病院

又は診療所の場合は，管理者としての職務を除

く。）若しくは併設する指定小規模多機能型居

 

（管理者による管理） 

第121条 共同生活住居の管理者は，同時に介護

保険施設，指定居宅サービス，指定地域密着型

サービス，指定介護予防サービス若しくは地域

密着型介護予防サービス    の事業を行う事

業所，病院，診療所又は社会福祉施設を管理す

る者であってはならない。ただし，これらの事

業所，施設等が同一敷地内にあること等により

当該共同生活住居の管理上支障がない場合は，

この限りでない。 

 

（従業者の員数） 

第130条 （略） 

２～８ （略） 

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス

事業所            が併設されている場合に

おいては，当該指定地域密着型特定施設の員数

を満たす従業者を置くほか，第82条に定める指

定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関

する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従

業者を置いているとき，又は第191条に定める

指定複合型サービス事業所            の人

員に関する基準を満たす複合型サービス従業

者            を置いているときは，当該指定

地域密着型特定施設の従業者は，当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サ

ービス事業所            の職務に従事する

ことができる。 

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者

については，併設される指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所

             の介護支援専門員により当該指

定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切

に行われると認められるときは，これを置かな

いことができる。 

（管理者） 

第131条 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，指定地域密着型特定施設ごとに専

らその職務に従事する管理者を置かなければ

ならない。ただし，当該管理者は，指定地域密

着型特定施設の管理上支障がない場合は，当該

指定地域密着型特定施設における他の職務に

従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施

設等若しくは本体施設の職務（本体施設が病院

又は診療所の場合は，管理者としての職務を除

く。）若しくは併設する指定小規模多機能型居
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宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の職務に従事することがで

きるものとする。 

 

 

 

第135条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記録の整備） 

第148条 （略） 

２ （略） 

 ～  （略） 

 

 

 

（従業者の員数） 

第151条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず，サテライ

ト型居住施設（当該施設を設置しようとする者

により設置される当該施設以外の指定介護老

人福祉施設，指定地域密着型介護老人福祉施設

（サテライト型居住施設である指定地域密着

型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び

第17項，第153条第１項第６号並びに第181条第

１項第３号において同じ。），介護老人保健施設

又は病院若しくは診療所であって当該施設に

対する支援機能を有するもの（以下この章にお

いて「本体施設」という。）との密接な連携を

確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営され

る指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以

下同じ。）の医師については，本体施設の医師

により当該サテライト型居住施設の入所者の

健康管理が適切に行われると認められるとき

は，これを置かないことができる。 

５～７ （略） 

８ （略） 

  指定介護老人福祉施設又は指定地域密着

宅介護事業所若しくは指定複合型サービス事

業所            の職務に従事することがで

きるものとする。 

 

（法定代理受領サービスを受けるための利用

者の同意） 

第135条 老人福祉法第29条第１項に規定する有

料老人ホームである指定地域密着型特定施設

において指定地域密着型特定施設入居者生活

介護（利用期間を定めて行うものを除く。以下

この条において同じ。）を提供する指定地域密

着型特定施設入居者生活介護事業者は，当該指

定地域密着型特定施設入居者生活介護を法定

代理受領サービスとして提供する場合は，利用

者の同意がその条件であることを当該利用者

に説明し，その意思を確認しなければならな

い。 

 

（記録の整備） 

第148条 （略） 

２ （略） 

 ～  （略） 

  施行規則第65条の４第４号に規定する書

類 

 

（従業者の員数） 

第151条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず，サテライ

ト型居住施設（当該施設を設置しようとする者

により設置される当該施設以外の指定介護老

人福祉施設                               

                                         

                                         

                                         

                      ，介護老人保健施設

又は病院若しくは診療所であって当該施設に

対する支援機能を有するもの（以下この章にお

いて「本体施設」という。）との密接な連携を

確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営され

る指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以

下同じ。）の医師については，本体施設の医師

により当該サテライト型居住施設の入所者の

健康管理が適切に行われると認められるとき

は，これを置かないことができる。 

５～７ （略） 

８ （略） 

  指定介護老人福祉施設        
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型介護老人福祉施設 栄養士，機能訓練指導

員又は介護支援専門員 

 ・  （略） 

９～11 （略） 

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短

期入所生活介護事業所又は指定介護予防サー

ビス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚

生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービ

ス等基準」という。）第129条第１項に規定する

指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下

「指定短期入所生活介護事業所等」という。）

が併設される場合においては，当該指定短期入

所生活介護事業所等の医師については，当該指

定地域密着型介護老人福祉施設の医師により

当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者

の健康管理が適切に行われると認められると

きは，これを置かないことができる。 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通

所介護事業所（指定居宅サービス等基準第93

条第１項に規定する指定通所介護事業所をい

う。以下同じ。）                           

                                         

              ，指定短期入所生活介護事業

所等又は併設型指定認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第５条第１項に規定

する併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護の事業を行う事業所が併設される場合にお

いては，当該併設される事業所の生活相談員，

栄養士又は機能訓練指導員については，当該指

定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員，

栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所

の利用者の処遇が適切に行われると認められ

るときは，これを置かないことができる。 

14 （略） 

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小

規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所が併設される場

合においては，当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の介護支援専門員については，当該併設

される指定小規模多機能型居宅介護事業所又

は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

介護支援専門員により当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは，これを置かないこと

ができる。 

          栄養士，機能訓練指導

員又は介護支援専門員 

 ・  （略） 

９～11 （略） 

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短

期入所生活介護事業所又は指定介護予防サー

ビス等基準                               

                                         

                                         

                                         

                  第129条第１項に規定する

指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下

「指定短期入所生活介護事業所等」という。）

が併設される場合においては，当該指定短期入

所生活介護事業所等の医師については，当該指

定地域密着型介護老人福祉施設の医師により

当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者

の健康管理が適切に行われると認められると

きは，これを置かないことができる。 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通

所介護事業所（指定居宅サービス等基準第93

条第１項に規定する指定通所介護事業所をい

う。以下同じ。）若しくは指定介護予防サービ

ス等基準第97条第１項に規定する指定介護予

防通所介護事業所，指定短期入所生活介護事業

所等又は併設型指定認知症対応型通所介護の

事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第５条第１項に規定

する併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護の事業を行う事業所が併設される場合にお

いては，当該併設される事業所の生活相談員，

栄養士又は機能訓練指導員については，当該指

定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員，

栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所

の利用者の処遇が適切に行われると認められ

るときは，これを置かないことができる。 

14 （略） 

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小

規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型

サービス事業所            が併設される場

合においては，当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の介護支援専門員については，当該併設

される指定小規模多機能型居宅介護事業所又

は指定複合型サービス事業所            の

介護支援専門員により当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは，これを置かないこと

ができる。 
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16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小

規模多機能型居宅介護事業所，指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第44条第１項に規

定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業所等」という。）が併設される場合において

は，当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前

各項に定める人員に関する基準を満たす従業

者を置くほか，当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等に第82条若しくは第191条又は指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第44条

に定める人員に関する基準を満たす従業者が

置かれているときは，当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の従業者は，当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の職務に従事すること

ができる。 

17 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護

支援専門員の数は，サテライト型居住施設の本

体施設である指定地域密着型介護老人福祉施

設であって，当該サテライト型居住施設に医師

又は介護支援専門員を置かない場合にあって

は，指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者

の数及び当該サテライト型居住施設の入所者

の数の合計数を基礎として算出しなければな

らない。この場合にあって，介護支援専門員の

数は，同号の規定にかかわらず，１以上（入所

者の数が100又はその端数を増すごとに１を標

準とする。）とする。 

（設備） 

第152条 （略） 

 ～  （略） 

  医務室 医療法第１条の５第２項に規定

する診療所とすることとし，入所者を診療す

るために必要な医薬品及び医療機器を備え

るほか，必要に応じて臨床検査設備を設ける

こと。ただし，本体施設が指定介護老人福祉

施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

であるサテライト型居住施設については医

務室を必要とせず，入所者を診療するために

必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必

要に応じて臨床検査設備を設けることで足

りるものとする。 

 ～  （略） 

２ （略） 

 

（記録の整備） 

第176条 （略） 

16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小

規模多機能型居宅介護事業所，指定複合型サー

ビス事業所            又は指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第44条第１項に規

定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業所等」という。）が併設される場合において

は，当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前

各項に定める人員に関する基準を満たす従業

者を置くほか，当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等に第82条若しくは第191条又は指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第44条

に定める人員に関する基準を満たす従業者が

置かれているときは，当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の従業者は，当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の職務に従事すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設備） 

第152条 （略） 

 ～  （略） 

  医務室 医療法第１条の５第２項に規定

する診療所とすることとし，入所者を診療す

るために必要な医薬品及び医療機器を備え

るほか，必要に応じて臨床検査設備を設ける

こと。ただし，本体施設が指定介護老人福祉

施設                                  

であるサテライト型居住施設については医

務室を必要とせず，入所者を診療するために

必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必

要に応じて臨床検査設備を設けることで足

りるものとする。 

 ～  （略） 

２ （略） 

 

（記録の整備） 

第176条 （略） 
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２ （略） 

 ～  （略） 

  次条において準用する第105条第２項に規

定する報告，評価，要望，助言等の記録 

 

（設備） 

第180条 （略） 

 ・  （略） 

  医務室 医療法第１条の５第２項に規定

する診療所とすることとし，入居者を診療す

るために必要な医薬品及び医療機器を備え

るほか，必要に応じて臨床検査設備を設ける

こと。ただし，本体施設が指定介護老人福祉

施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

であるサテライト型居住施設については医

務室を必要とせず，入居者を診療するために

必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必

要に応じて臨床検査設備を設けることで足

りるものとする。 

 ・  （略） 

２ （略） 

 

第９章 看護小規模多機能型居宅介護 

    第１節 基本方針 

（基本方針） 

第190条 指定地域密着型サービスに該当する複

合型サービス（法施行規則第17条の10に規定す

る看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下こ

の章において「指定看護小規模多機能型居宅介

護」という。）の事業は，指定居宅サービス等

基準第59条に規定する訪問看護の基本方針及

び第81条に規定する小規模多機能型居宅介護

の基本方針を踏まえて行うものでなければな

らない。 

（従業者の員数等） 

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」という。）ごとに置くべき指定看護小

規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者

（以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

という。）の員数は，夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介

護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介

護従業者については，常勤換算方法で，通いサ

ービス（登録者（指定看護小規模多機能型居宅

介護を利用するために指定看護小規模多機能

２ （略） 

 ～  （略） 

 

 

 

（設備） 

第180条 （略） 

 ・  （略） 

  医務室 医療法第１条の５第２項に規定

する診療所とすることとし，入居者を診療す

るために必要な医薬品及び医療機器を備え

るほか，必要に応じて臨床検査設備を設ける

こと。ただし，本体施設が指定介護老人福祉

施設                                  

であるサテライト型居住施設については医

務室を必要とせず，入居者を診療するために

必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必

要に応じて臨床検査設備を設けることで足

りるものとする。 

 ・  （略） 

２ （略） 

 

第９章 複合型サービス 

    第１節 基本方針 

（基本方針） 

第190条 指定地域密着型サービスに該当する複

合型サービス（以下「指定複合型サービス」と

いう。）                                   

                                         

               の事業は，指定居宅サービス

等基準第59条に規定する訪問看護の基本方針

及び第81条に規定する小規模多機能型居宅介

護の基本方針を踏まえて行うものでなければ

ならない。 

（従業者の員数等） 

第191条 指定複合型サービスの            事

業を行う者（以下「指定複合型サービス事業者

            」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定複合型サービス事業所      

      」という。）ごとに置くべき指定複合型

サービスの            提供に当たる従業者

（以下「複合型サービス従業者            」

という。）の員数は，夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯に指定複合型サービスの         

   提供に当たる複合型サービス従業者      

       については，常勤換算方法で，通いサ

ービス（登録者（指定複合型サービスを      

      利用するために指定複合型サービス事
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型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以

下同じ。）を指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能

型居宅介護をいう。以下同じ。）の提供に当た

る者をその利用者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上及び訪問サービス（看護小規模

多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪

問し，当該居宅において行う指定看護小規模多

機能型居宅介護（本体事業所である指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該

本体事業所に係るサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防条例第44条第７項に規定

するサテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。第６項において同

じ。）の登録者の居宅において行う指定看護小

規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下

この章において同じ。）の提供に当たる者を２

以上とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる

看護小規模多機能型居宅介護従業者について

は，夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間

帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。

第６項において同じ。）に当たる者を１以上及

び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要

な数以上とする。 

２ （略） 

３ 第１項の看護小規模多機能型居宅介護従業

者のうち１以上の者は，常勤看護師等でなけれ

ばならない。 

４ 第１項の看護小規模多機能型居宅介護従業

者のうち，常勤換算方法で2.5以上の者は，保

健師，看護師又は准看護師（以下この章におい

て「看護職員」という。）でなければならない。

５ （略） 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看

護小規模多機能型居宅介護（本体事業所である

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては，当該本体事業所に係るサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の心身の状況を勘案し，その処

遇に支障がない場合に，当該登録者を当該本体

事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機

能型居宅介護を含む。）をいう。以下同じ。）の

利用者がいない場合であって，夜間及び深夜の

業所            に登録を受けた者をいう。以

下同じ。）を指定複合型サービス事業所       

     に通わせて行う指定複合型サービス事業

を         いう。以下同じ。）の提供に当た

る者をその利用者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上及び訪問サービス（複合型サー

ビス従業者            が登録者の居宅を訪

問し，当該居宅において行う複合型サービス  

              （本体事業所である指定複合

型サービス事業所           にあっては当該

本体事業所に係るサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防条例第44条第７項に規定

するサテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。第６項において同

じ。）の登録者の居宅において行う指定複合型

サービスを            含む。）をいう。以下

この章において同じ。）の提供に当たる者を２

以上とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定

複合型サービスの            提供に当たる

複合型サービス従業者            について

は，夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間

帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。

第６項において同じ。）に当たる者を１以上及

び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要

な数以上とする。 

２ （略） 

３ 第１項の複合型サービス従業者           

  のうち１以上の者は，常勤看護師等でなけれ

ばならない。 

４ 第１項の複合型サービス従業者           

  のうち，常勤換算方法で2.5以上の者は，保

健師，看護師又は准看護師（以下この章におい

て「看護職員」という。）でなければならない。

５ （略） 

６ 宿泊サービス（登録者を指定複合型サービス

事業所            に宿泊させて行う指定複

合型サービス            （本体事業所である

指定複合型サービス事業所            にあ

っては，当該本体事業所に係るサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の心身の状況を勘案し，その処

遇に支障がない場合に，当該登録者を当該本体

事業所に宿泊させて行う指定複合型サービス

             を含む。）をいう。以下同じ。）の

利用者がいない場合であって，夜間及び深夜の
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時間帯を通じて利用者に対して訪問サービス

を提供するために必要な連絡体制を整備して

いるときは，第１項の規定にかかわらず，夜間

及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤

務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能

型居宅介護従業者を置かないことができる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設さ

れている場合において，前各項に定める人員に

関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅

介護従業者を置くほか，当該各号に掲げる施設

等の人員に関する基準を満たす従業者を置い

ているときは，当該看護小規模多機能型居宅介

護従業者は，当該各号に掲げる施設等の職務に

従事することができる。 

 ～  （略） 

８ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，

登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規

模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事す

る介護支援専門員を置かなければならない。た

だし，当該介護支援専門員は，利用者の処遇に

支障がない場合は，当該指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は当

該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従

事することができる。 

９ （略） 

10 指定複合型サービス事業者（指定地域密着型

サービスに該当する複合型サービス（以下「指

定複合型サービス」という。）の事業を行う者

をいう。以下同じ。）が指定訪問看護事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定看護小規模多機

能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合に，指定居宅サービス等基準第60条

第１項第１号イに規定する人員に関する基準

を満たすとき（同条第４項の規定により同条第

１項第１号イ及び第２号に規定する基準を満

たしているものとみなされているとき及び第

６条第12項の規定により同条第１項第４号ア

に規定する基準を満たしているものとみなさ

れているときを除く。）は，当該指定複合型サ

ービス事業者は，第４項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者は，指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者

時間帯を通じて利用者に対して訪問サービス

を提供するために必要な連絡体制を整備して

いるときは，第１項の規定にかかわらず，夜間

及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤

務並びに宿直勤務に当たる複合型サービス従

業者            を置かないことができる。 

７ 指定複合型サービス事業所            に

次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設さ

れている場合において，前各項に定める人員に

関する基準を満たす複合型サービス従業者   

         を置くほか，当該各号に掲げる施設

等の人員に関する基準を満たす従業者を置い

ているときは，当該複合型サービス従業者    

        は，当該各号に掲げる施設等の職務に

従事することができる。 

 ～  （略） 

８ 指定複合型サービス事業者            は，

登録者に係る居宅サービス計画及び複合型サ

ービス計画            の作成に専ら従事す

る介護支援専門員を置かなければならない。た

だし，当該介護支援専門員は，利用者の処遇に

支障がない場合は，当該指定複合型サービス事

業所            の他の職務に従事し，又は当

該指定複合型サービス事業所            に

併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従

事することができる。 

９ （略） 

10 指定複合型サービス事業者が             

                                         

                                         

                    指定訪問看護事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定複合型サービス

の            事業と指定訪問看護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合に，指定居宅サービス等基準第60条

第１項第１号イに規定する人員に関する基準

を満たすとき（同条第４項の規定により同条第

１項第１号イ及び第２号に規定する基準を満

たしているものとみなされているとき及び第

６条第12項の規定により同条第１項第４号ア

に規定する基準を満たしているものとみなさ

れているときを除く。）は，当該指定複合型サ

ービス事業者は，第４項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第192条 指定複合型サービス事業者          

  は，指定複合型サービス事業所            

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者
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を置かなければならない。ただし，当該管理者

は，指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は，当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，

又は同一敷地内にある他の事業所，施設等若し

くは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設

等の職務に従事することができるものとする。

２ （略） 

（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

第193条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者は，特別養護老人ホーム，老人デイ

サービスセンター，介護老人保健施設，指定小

規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応

型共同生活介護事業所，指定複合型サービス事

業所（指定複合型サービスの事業を行う事業所

をいう。）等の従業者，訪問介護員等として認

知症である者の介護に従事した経験を有する

者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスの経営に携わった経験を有する者であ

って，別に厚生労働大臣が定める研修を修了し

ているもの，又は保健師若しくは看護師でなけ

ればならない。 

（登録定員及び利用定員） 

第194条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所は，その登録定員（登録者の数の上限をいう。

以下この章において同じ。）を29人以下とする。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は，

次に掲げる範囲内において，通いサービス及び

宿泊サービスの利用定員（当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所におけるサービスご

との１日当たりの利用者の数の上限をいう。以

下この章において同じ。）を定めるものとする。

  通いサービス 登録定員の２分の１から

15人（登録定員が25人を超える指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては，登録

定員に応じて，次の表に定める利用定員）ま

で 

登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

  （略） 

（設備及び備品等） 

第195条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所は，居間，食堂，台所，宿泊室，浴室，消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備そ

を置かなければならない。ただし，当該管理者

は，指定複合型サービス事業所           の

管理上支障がない場合は，当該指定複合型サー

ビス事業所            の他の職務に従事し，

又は同一敷地内にある他の事業所，施設等若し

くは当該指定複合型サービス事業所         

    に併設する前条第７項各号に掲げる施設

等の職務に従事することができるものとする。

２ （略） 

（指定複合型サービス事業者            の

代表者） 

第193条 指定複合型サービス事業者          

  の代表者は，特別養護老人ホーム，老人デイ

サービスセンター，介護老人保健施設，指定小

規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応

型共同生活介護事業所，指定複合型サービス事

業所                                     

         等の従業者，訪問介護員等として認

知症である者の介護に従事した経験を有する

者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスの経営に携わった経験を有する者であ

って，別に厚生労働大臣が定める研修を修了し

ているもの，又は保健師若しくは看護師でなけ

ればならない。 

（登録定員及び利用定員） 

第194条 指定複合型サービス事業所          

  は，その登録定員（登録者の数の上限をいう。

以下この章において同じ。）を25人以下とする。

２ 指定複合型サービス事業所            は，

次に掲げる範囲内において，通いサービス及び

宿泊サービスの利用定員（当該指定複合型サー

ビス事業所            におけるサービスご

との１日当たりの利用者の数の上限をいう。以

下この章において同じ。）を定めるものとする。

  通いサービス 登録定員の２分の１から

15人                                   

                                       

                                     ま

で 

 

 

 

 

  （略） 

（設備及び備品等） 

第195条 指定複合型サービス事業所          

  は，居間，食堂，台所，宿泊室，浴室，消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備そ
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の他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

２ （略） 

  （略） 

  （略） 

ア （略） 

イ 一の宿泊室の床面積は，7.43平方メート

ル以上としなければならない。ただし，指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所が

病院又は診療所である場合であって定員

が１人である宿泊室の床面積については，

6.4平方メートル以上とすることができ

る。 

ウ・エ （略） 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該指定看護小

規模多機能型居宅介護の事業の用に供するも

のでなければならない。ただし，利用者に対す

る指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

支障がない場合は，この限りでない。 

４ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は，

利用者の家族との交流の機会の確保や地域住

民との交流を図る観点から，住宅地又は住宅地

と同程度に利用者の家族や地域住民との交流

の機会が確保される地域にあるようにしなけ

ればならない。 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取

扱方針） 

第196条 指定看護小規模多機能型居宅介護は，

利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう，その目標を設定し，計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，

自らその提供する指定看護小規模多機能型居

宅介護の質の評価を行い                   

                        ，それらの結果を公

表し，常にその改善を図らなければならない。

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的

取扱方針） 

第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方

針は，次に掲げるところによるものとする。 

  指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用

者が住み慣れた地域での生活を継続するこ

とができるよう，利用者の病状，心身の状況，

希望及びその置かれている環境を踏まえて，

通いサービス，訪問サービス及び宿泊サービ

スを柔軟に組み合わせることにより，療養上

の管理の下で妥当適切に行うものとする。 

の他指定複合型サービスの            提供

に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

２ （略） 

  （略） 

  （略） 

ア （略） 

イ 一の宿泊室の床面積は，7.43平方メート

ル以上としなければならない。ただし，指

定複合型サービス事業所            が

病院又は診療所である場合であって定員

が１人である宿泊室の床面積については，

6.4平方メートル以上とすることができ

る。 

ウ・エ （略） 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該指定複合型

サービスの            事業の用に供するも

のでなければならない。ただし，利用者に対す

る指定複合型サービスの            提供に

支障がない場合は，この限りでない。 

４ 指定複合型サービス事業所            は，

利用者の家族との交流の機会の確保や地域住

民との交流を図る観点から，住宅地又は住宅地

と同程度に利用者の家族や地域住民との交流

の機会が確保される地域にあるようにしなけ

ればならない。 

（指定複合型サービス            の基本取

扱方針） 

第196条 指定複合型サービス            は，

利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう，その目標を設定し，計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者            は，

自らその提供する指定複合型サービスの     

        質の評価を行うとともに，定期的に外

部の者による評価を受けて，それらの結果を公

表し，常にその改善を図らなければならない。

（指定複合型サービス            の具体的

取扱方針） 

第197条 指定複合型サービスの            方

針は，次に掲げるところによるものとする。 

  指定複合型サービスは            ，利用

者が住み慣れた地域での生活を継続するこ

とができるよう，利用者の病状，心身の状況，

希望及びその置かれている環境を踏まえて，

通いサービス，訪問サービス及び宿泊サービ

スを柔軟に組み合わせることにより，療養上

の管理の下で妥当適切に行うものとする。 
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  指定看護小規模多機能型居宅介護は，利用

者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞ

れの役割を持って家庭的な環境の下で日常

生活を送ることができるよう配慮して行う

ものとする。 

  指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては，看護小規模多機能型居宅介護

計画に基づき，漫然かつ画一的にならないよ

うに，利用者の機能訓練及びその者が日常生

活を営むことができるよう必要な援助を行

うものとする。 

  看護小規模多機能型居宅介護従業者は，指

定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当

たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利

用者又はその家族に対し，療養上必要な事項

その他サービスの提供の内容等について，理

解しやすいように説明又は必要に応じた指

導を行うものとする。 

  指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は，指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては，当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き，身体的拘束等を行っては

ならない。 

  指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は，前号の身体的拘束等を行う場合には，そ

の態様及び時間，その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  指定看護小規模多機能型居宅介護は，通い

サービスの利用者が登録定員に比べて著し

く少ない状態が続くものであってはならな

い。 

  指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は，登録者が通いサービスを利用していない

日においては，可能な限り，訪問サービスの

提供，電話連絡による見守り等を行う等登録

者の居宅における生活を支えるために適切

なサービスを提供しなければならない。 

  看護サービス（指定看護小規模多機能型居

宅介護のうち，保健師，看護師，准看護師，

理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士（以

下この章において「看護師等」という。）が

利用者に対して行う療養上の世話又は必要

な診療の補助であるものをいう。以下この章

において同じ。）の提供に当たっては，主治

の医師との密接な連携により，及び第199条

第１項に規定する看護小規模多機能型居宅

  指定複合型サービスは            ，利用

者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞ

れの役割を持って家庭的な環境の下で日常

生活を送ることができるよう配慮して行う

ものとする。 

  指定複合型サービスの            提供

に当たっては，複合型サービス計画        

    に基づき，漫然かつ画一的にならないよ

うに，利用者の機能訓練及びその者が日常生

活を営むことができるよう必要な援助を行

うものとする。 

  複合型サービス従業者            は，指

定複合型サービスの            提供に当

たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利

用者又はその家族に対し，療養上必要な事項

その他サービスの提供の内容等について，理

解しやすいように説明又は必要に応じた指

導を行うものとする。 

  指定複合型サービス事業者            

は，指定複合型サービスの            提供

に当たっては，当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き，身体的拘束等を行っては

ならない。 

  指定複合型サービス事業者            

は，前号の身体的拘束等を行う場合には，そ

の態様及び時間，その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

  指定複合型サービスは            ，通い

サービスの利用者が登録定員に比べて著し

く少ない状態が続くものであってはならな

い。 

  指定複合型サービス事業者            

は，登録者が通いサービスを利用していない

日においては，可能な限り，訪問サービスの

提供，電話連絡による見守り等を行う等登録

者の居宅における生活を支えるために適切

なサービスを提供しなければならない。 

  看護サービス（指定複合型サービスの    

        うち，保健師，看護師，准看護師，

理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士（以

下この章において「看護師等」という。）が

利用者に対して行う療養上の世話又は必要

な診療の補助であるものをいう。以下この章

において同じ。）の提供に当たっては，主治

の医師との密接な連携により，及び第199条

第１項に規定する複合型サービス計画     
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介護計画に基づき，利用者の心身の機能の維

持回復が図られるよう妥当適切に行わなけ

ればならない。 

 ・  （略） 

（主治の医師との関係） 

第198条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の常勤看護師等は，主治の医師の指示に基づ

き適切な看護サービスが提供されるよう，必要

な管理をしなければならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，

看護サービスの提供の開始に際し，主治の医師

による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，

主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護計

画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を

提出し，看護サービスの提供に当たって主治の

医師との密接な連携を図らなければならない。

４ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所が病院又は診療所である場合にあっては，前

２項の規定にかかわらず，第２項の主治の医師

の文書による指示及び前項の看護小規模多機

能型居宅介護報告書の提出は，診療記録への記

載をもって代えることができる。 

（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護

小規模多機能型居宅介護報告書の作成） 

第199条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の管理者は，介護支援専門員に看護小規模多

機能型居宅介護計画の作成に関する業務を，看

護師等（准看護師を除く。第９項において同

じ。）に看護小規模多機能型居宅介護報告書の

作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は，看護小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たっては，看護師等と密接

な連携を図りつつ行わなければならない。 

３ 介護支援専門員は，看護小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たっては，地域における活

動への参加の機会が提供されること等により，

利用者の多様な活動が確保されるものとなる

ように努めなければならない。 

４ 介護支援専門員は，利用者の心身の状況，希

望及びその置かれている環境を踏まえて，他の

看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の

上，援助の目標，当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した看護小規

模多機能型居宅介護計画を作成するとともに，

これを基本としつつ，利用者の日々の様態，希

望等を勘案し，随時適切に通いサービス，訪問

サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看

       に基づき，利用者の心身の機能の維

持回復が図られるよう妥当適切に行わなけ

ればならない。 

 ・  （略） 

（主治の医師との関係） 

第198条 指定複合型サービス事業所          

  の常勤看護師等は，主治の医師の指示に基づ

き適切な看護サービスが提供されるよう，必要

な管理をしなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者            は，

看護サービスの提供の開始に際し，主治の医師

による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定複合型サービス事業者            は，

主治の医師に複合型サービス計画           

  及び複合型サービス報告書            を

提出し，看護サービスの提供に当たって主治の

医師との密接な連携を図らなければならない。

４ 当該指定複合型サービス事業所           

  が病院又は診療所である場合にあっては，前

２項の規定にかかわらず，第２項の主治の医師

の文書による指示及び前項の複合型サービス

報告書            の提出は，診療記録への記

載をもって代えることができる。 

（複合型サービス計画            及び複合

型サービス報告書            の作成） 

第199条 指定複合型サービス事業所          

  の管理者は，介護支援専門員に複合型サービ

ス計画            の作成に関する業務を，看

護師等（准看護師を除く。第９項において同

じ。）に複合型サービス報告書            の

作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は，複合型サービス計画    

        の作成に当たっては，看護師等と密接

な連携を図りつつ行わなければならない。 

３ 介護支援専門員は，複合型サービス計画    

        の作成に当たっては，地域における活

動への参加の機会が提供されること等により，

利用者の多様な活動が確保されるものとなる

ように努めなければならない。 

４ 介護支援専門員は，利用者の心身の状況，希

望及びその置かれている環境を踏まえて，他の

複合型サービス従業者            と協議の

上，援助の目標，当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した複合型サ

ービス計画            を作成するとともに，

これを基本としつつ，利用者の日々の様態，希

望等を勘案し，随時適切に通いサービス，訪問

サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看
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護及び介護を行わなくてはならない。 

５ 介護支援専門員は，看護小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たっては，その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し，利用者

の同意を得なければならない。 

６ 介護支援専門員は，看護小規模多機能型居宅

介護計画を作成した際には，当該看護小規模多

機能型居宅介護計画を利用者に交付しなけれ

ばならない。 

７ 介護支援専門員は，看護小規模多機能型居宅

介護計画の作成後においても，常に看護小規模

多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者

の様態の変化等の把握を行い，必要に応じて看

護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。

８ 第２項から第７項までの規定は，前項に規定

する看護小規模多機能型居宅介護計画の変更

について準用する。 

９ 看護師等は，訪問日，提供した看護内容等を

記載した看護小規模多機能型居宅介護報告書

を作成しなければならない。 

10 前条第４項の規定は，看護小規模多機能型居

宅介護報告書の作成について準用する。 

（緊急時等の対応） 

第200条 看護小規模多機能型居宅介護従業者

は，現に指定看護小規模多機能型居宅介護の提

供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者

が看護職員である場合にあっては，必要に応じ

て臨時応急の手当を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第201条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者は，指定看護小規模多機能型居宅介護従業

者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，

利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，

その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

  （略） 

  看護小規模多機能型居宅介護計画 

 ・  （略） 

  第119条第９項に規定する看護小規模多機

能型居宅介護報告書 

 ～  （略） 

護及び介護を行わなくてはならない。 

５ 介護支援専門員は，複合型サービス計画    

        の作成に当たっては，その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し，利用者

の同意を得なければならない。 

６ 介護支援専門員は，複合型サービス計画    

        を作成した際には，当該複合型サービ

ス計画            を利用者に交付しなけれ

ばならない。 

７ 介護支援専門員は，複合型サービス計画    

        の作成後においても，常に複合型サー

ビス計画            の実施状況及び利用者

の様態の変化等の把握を行い，必要に応じて複

合型サービス計画            の変更を行う。

８ 第２項から第７項までの規定は，前項に規定

する複合型サービス計画            の変更

について準用する。 

９ 看護師等は，訪問日，提供した看護内容等を

記載した複合型サービス報告書            

を作成しなければならない。 

10 前条第４項の規定は，複合型サービス報告書

            の作成について準用する。 

（緊急時等の対応） 

第200条 複合型サービス従業者            

は，現に指定複合型サービスの           提

供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 前項の複合型サービス従業者            

が看護職員である場合にあっては，必要に応じ

て臨時応急の手当を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第201条 指定複合型サービス事業者          

  は，指定複合型サービス従業者           

 ，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者            は，

利用者に対する指定複合型サービスの       

     提供に関する次に掲げる記録を整備し，

その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

  （略） 

  複合型サービス計画             

 ・  （略） 

  第199条第９項に規定する複合型サービス

報告書             

 ～  （略） 
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（準用） 

第202条 第９条から第13条まで，第20条，第

22条，第28条，第34条から第38条まで，第40

条，第41条，第72条，第74条，第77条，第87

条から第90条まで，第93条から第95条まで，第

97条，第98条及び第100条から第106条までの規

定は，指定看護小規模多機能型居宅介護の事業

について準用する。この場合において，第９条

第１項中「第31条に規定する運営規程」とある

のは「第202条において準用する第100条に規定

する重要事項に関する規程」と，「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と，第

34条並びに第35条第１項及び第２項中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり，

第72条及び第74条中「認知症対応型通所介護

従業者」とあり，並びに第89条，第97条第２

項及び第３項，第100条第２号並びに第102条第

１項中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

と，第106条中「第82条第６項    」とあるの

は「第191条第７項各号」と読み替えるものと

する。 

 

（準用） 

第202条 第９条から第13条まで，第20条，第

22条，第28条，第34条から第38条まで，第40

条，第41条，第72条，第74条，第77条，第87

条から第90条まで，第93条から第95条まで，第

97条，第98条及び第100条から第106条までの規

定は，指定複合型サービスの            事業

について準用する。この場合において，第９条

第１項中「第31条に規定する運営規程」とある

のは「第202条において準用する第100条に規定

する重要事項に関する規程」と，「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「複合型サービス従業者            」と，第

34条並びに第35条第１項及び第２項中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり，

第72条及び第74条中「認知症対応型通所介護

従業者」とあり，並びに第89条，第97条第２

項及び第３項，第100条第２号並びに第102条第

１項中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「複合型サービス従業者            」

と，第106条中「第82条第６項各号」とあるの

は「第191条第７項各号」と読み替えるものと

する。 
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議案第27号参考 阿久根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例関係新旧対照表 

 

○ 阿久根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成25

年阿久根市条例第12号） 

                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，当該各号に定めるところによる。

  地域密着型介護予防サービス事業者 法

第８条の２第12項に規定する地域密着型介

護予防サービス事業を行う者をいう。 

 ～  （略） 

 

（設備及び備品等） 

第７条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者が第１項

に掲げる設備を利用し，夜間及び深夜に単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

以外のサービスを提供する場合に限る。）には，

当該サービスの内容を当該サービスの提供の

開始前に市長に届け出るものとする。 

５ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，指定地

域密着型サービス基準条例第63条第１項から

第３項までに規定する設備に関する基準を満

たすことをもって，第１項から第３項までに規

定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（従業者の員数） 

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第110条第

１項に規定する指定認知症対応型共同生活介

護事業所をいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所（第

71条第１項に規定する指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所をいう。次条第１項に

おいて同じ。）の居間若しくは食堂又は指定地

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，当該各号に定めるところによる。

  地域密着型介護予防サービス事業者 法

第８条の２第14項に規定する地域密着型介

護予防サービス事業を行う者をいう。 

 ～  （略） 

 

（設備及び備品等） 

第７条 （略） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，指定地

域密着型サービス基準条例第63条第１項から

第３項までに規定する設備に関する基準を満

たすことをもって，前３項              に規

定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（従業者の員数） 

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第110条第

１項に規定する指定認知症対応型共同生活介

護事業所をいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所（第

71条第１項に規定する指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所をいう。次条第１項に

おいて同じ。）の居間若しくは食堂又は指定地
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域密着型特定施設（指定地域密着型サービス基

準条例第129条第１項に規定する指定地域密着

型特定施設をいう。次条第１項及び第44条第６

項      において同じ。）若しくは指定地域密

着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービ

ス基準条例第150条第１項に規定する指定地域

密着型介護老人福祉施設をいう。次条第１項及

び第44条第６項      において同じ。）の食堂

若しくは共同生活室において，これらの事業所

又は施設の利用者，入居者又は入所者とともに

行う指定介護予防認知症対応型通所介護（以下

「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」

という。）の事業を行う者（以下「共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」と

いう。）に置くべき従業者の員数は，当該利用

者，当該入居者又は当該入所者の数と当該共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用

者（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介

護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第

64条第１項に規定する共用型指定認知症対応

型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け，かつ，共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症

対応型通所介護（同項に規定する共用型指定認

知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては，当該事業所における

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又

は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。

次条第１項において同じ。）の数を合計した数

について，第71条又は指定地域密着型サービス

基準条例第110条，第130条若しくは第151条の

規定を満たすために必要な数以上とする。 

２ （略） 

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所において同時

に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。）は，指定認知症対応型共同生活介

護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所においては共同生活住居（法第

８条第19項又は法第８条の２第15項に規定す

る共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに，

域密着型特定施設（指定地域密着型サービス基

準条例第129条第１項に規定する指定地域密着

型特定施設をいう。次条第１項及び第44条第６

項第２号において同じ。）若しくは指定地域密

着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービ

ス基準条例第150条第１項に規定する指定地域

密着型介護老人福祉施設をいう。次条第１項及

び第44条第６項第３号において同じ。）の食堂

若しくは共同生活室において，これらの事業所

又は施設の利用者，入居者又は入所者とともに

行う指定介護予防認知症対応型通所介護（以下

「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」

という。）の事業を行う者（以下「共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」と

いう。）に置くべき従業者の員数は，当該利用

者，当該入居者又は当該入所者の数と当該共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用

者（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介

護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第

64条第１項に規定する共用型指定認知症対応

型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け，かつ，共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症

対応型通所介護（同項に規定する共用型指定認

知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては，当該事業所における

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又

は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。

次条第１項において同じ。）の数を合計した数

について，第71条又は指定地域密着型サービス

基準条例第110条，第130条若しくは第151条の

規定を満たすために必要な数以上とする。 

２ （略） 

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所において同時

に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。）は，指定認知症対応型共同生活介

護事業所，指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所                               

                                         

                                       ，
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指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型

介護老人福祉施設においては施設ごとに１日

当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は，指定居宅サービス（法第41条第１項

に規定する指定居宅サービスをいう。），指定地

域密着型サービス（法第42条の２第１項に規定

する指定地域密着型サービスをいう。），指定居

宅介護支援（法第46条第１項に規定する指定居

宅介護支援をいう。），指定介護予防サービス

（法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービスをいう。），指定地域密着型介護予防サー

ビス若しくは指定介護予防支援（法第58条第１

項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事

業又は介護保険施設（法第８条第24項に規定す

る介護保険施設をいう。）若しくは指定介護療

養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２

第１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた同法第26条の規定による改正前の

法第48条第１項第３号に規定する指定介護療

養型医療施設をいう。第44条第６項     にお

いて同じ。）の運営（第44条第７項において「指

定居宅サービス事業等」という。）について３

年以上の経験を有する者でなければならない。

 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第15条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は，介護予防支援（法第８条の２第16項に規定

する介護予防支援をいう。）が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認め

るときは，要支援認定の更新の申請が，遅くと

も当該利用者が受けている要支援認定の有効

期間が終了する日の30日前にはなされるよう，

必要な援助を行わなければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第37条 （略） 

２・３ （略） 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は，第７条第４項の単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護以外のサービスの提

供により事故が発生した場合は，第１項及び第

２項の規定に準じた必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（従業者の員数等） 

指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型

介護老人福祉施設              ごとに１日

当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は，指定居宅サービス（法第41条第１項

に規定する指定居宅サービスをいう。），指定地

域密着型サービス（法第42条の２第１項に規定

する指定地域密着型サービスをいう。），指定居

宅介護支援（法第46条第１項に規定する指定居

宅介護支援をいう。），指定介護予防サービス

（法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービスをいう。），指定地域密着型介護予防サー

ビス若しくは指定介護予防支援（法第58条第１

項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事

業又は介護保険施設（法第８条第24項に規定す

る介護保険施設をいう。）若しくは指定介護療

養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２

第１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた同法第26条の規定による改正前の

法第48条第１項第３号に規定する指定介護療

養型医療施設をいう。第44条第６項第４号にお

いて同じ。）の運営（第44条第７項において「指

定居宅サービス事業等」という。）について３

年以上の経験を有する者でなければならない。

 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第15条 （略） 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は，介護予防支援（法第８条の２第18項に規定

する介護予防支援をいう。）が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認め

るときは，要支援認定の更新の申請が，遅くと

も当該利用者が受けている要支援認定の有効

期間が終了する日の30日前にはなされるよう，

必要な援助を行わなければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第37条 （略） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（従業者の員数等） 
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第44条 （略） 

２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる                   

                                         

           場合において，前各項に定める人

員に関する基準を満たす介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者を置くほか，同表の中欄に

掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従

業者を置いているときは，同表の右欄に掲げる

当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

は，同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事す

ることができる。 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症

対応型共同

生活介護事

業所，指定地

域密着型特

定施設，指定

地域密着型

介護老人福

祉施設又は

指定介護療

養型医療施

設（医療法

（昭和２３

年法律第２

０５号）第７

条第２項第

４号に規定

する療養病

床を有する

診療所であ

るものに限

る。） 

介護職員 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に

掲げる施設

等，指定居宅

サービスの

事業を行う

事業所，指定

定期巡回・随

時対応型訪

問介護看護

事業所，指定

認知症対応

型通所介護

事業所，指定

介護老人福

看護師又は

准看護師 

第44条 （略） 

２～５ （略） 

６ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併

設されている場合において，前各項に定める人

員に関する基準を満たす介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者を置くほか，当該各号 に

掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従

業者を置いているときは，                  

当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

は，当該各号  に掲げる施設等の職務に従事す

ることができる。 
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祉施設又は

介護老人保

健施設 

 

 

 

 

 

 

 

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所で

あって，指定居宅サービス事業等その他の保健

医療又は福祉に関する事業について３年以上

の経験を有する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準

条例第191条第１項に規定する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者をいう。）により設置

される当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所（同項に規定する指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同

じ。）であって当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行う

もの（以下「本体事業所」という。）との密接

な連携の下に運営されるものをいう。以下同

じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当たる

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては，本体事業所の職員により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者の処遇が適切に行われると認め

られるときは，１人以上とすることができる。

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

ついては，夜間及び深夜の時間帯を通じて本体

事業所において宿直勤務を行う介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多

機能型居宅介護従業者（指定地域密着型サービ

ス基準条例第191条第１項に規定する看護小規

模多機能型居宅介護従業者をいう。）により当

該サテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは，夜間及び深夜の時間

帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多

 

 

 

  指定認知症対応型共同生活介護事業所 

  指定地域密着型特定施設 

  指定地域密着型介護老人福祉施設 

  指定介護療養型医療施設（医療法（昭和

23年法律第205号）第７条第２項第４号に規

定する療養病床を有する診療所であるもの

に限る。） 

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所で

あって，指定居宅サービス事業等その他の保健

医療又は福祉に関する事業について３年以上

の経験を有する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者又は指定複合型サービス事業

者            （指定地域密着型サービス基準

条例第191条第１項に規定する指定複合型サー

ビス事業者            をいう。）により設置

される当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事

業所            （同項に規定する指定複合型

サービス事業所            をいう。以下同

じ。）であって当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行う

もの（以下「本体事業所」という。）との密接

な連携の下に運営されるものをいう。以下同

じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当たる

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては，本体事業所の職員により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者の処遇が適切に行われると認め

られるときは，１人以上とすることができる。

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

ついては，夜間及び深夜の時間帯を通じて本体

事業所において宿直勤務を行う介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者又は複合型サービ

ス従業者            （指定地域密着型サービ

ス基準条例第191条第１項に規定する複合型サ

ービス従業者            をいう。）により当

該サテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは，夜間及び深夜の時間

帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多
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機能型居宅介護従業者を置かないことができ

る。 

９ （略） 

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は，登録者に係る指定介護予防サービス等

（法第８条の２第16項に規定する指定介護予

防サービス等をいう。以下同じ。）の利用に係

る計画及び第67条第３号に規定する介護予防

小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従

事する介護支援専門員を置かなければならな

い。ただし，当該介護支援専門員は，利用者の

処遇に支障がない場合は，当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従

事し，又は当該指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に併設する第６項の表の当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されて

いる場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に

従事することができる。 

11～13 （略） 

（管理者） 

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者は，指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし，当

該管理者は，指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

他の職務に従事し，又は当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第

６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいず

れかが併設されている場合の項の中欄に掲げ

る施設等の職務，同一敷地内       の指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定

地域密着型サービス基準条例第６条第１項に

規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所をいう。）の職務（当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定

地域密着型サービス基準条例第６条第１項）に

規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者をいう。）が，指定夜間対応型訪問介

護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第

47条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介

護事業者をいう。），指定訪問介護事業者（指定

居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指

機能型居宅介護従業者を置かないことができ

る。 

９ （略） 

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は，登録者に係る指定介護予防サービス等

（法第８条の２第18項に規定する指定介護予

防サービス等をいう。以下同じ。）の利用に係

る計画及び第67条第３号に規定する介護予防

小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従

事する介護支援専門員を置かなければならな

い。ただし，当該介護支援専門員は，利用者の

処遇に支障がない場合は，当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従

事し，又は当該指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に併設する第６項各号         

                                         

                                         

                 に掲げる施設等の職務に

従事することができる。 

11～13 （略） 

（管理者） 

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者は，指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし，当

該管理者は，指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

他の職務に従事し，又は当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第

６項各号                                 

                                         

                                   に掲げ

る施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定

地域密着型サービス基準条例第６条第１項に

規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所をいう。）の職務（当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定

地域密着型サービス基準条例第６条第１項）に

規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者をいう。）が，指定夜間対応型訪問介

護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第

47条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介

護事業者をいう。），指定訪問介護事業者（指定

居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指
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定居宅サービス等基準」という。）第５条第１

項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下

同じ。）又は指定訪問看護事業者（指定居宅サ

ービス等基準第60条第１項に規定する指定訪

問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け，一体的な運営を行っている場合に

は，これらの事業に係る職務を含む。）若しく

は法第115条の45第１項に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定す

る第１号介護予防支援事業を除く。）に従事す

ることができるものとする。 

２ （略） 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，老

人デイサービスセンター（老人福祉法第20条の

２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，指定

認知症対応型共同生活介護事業所，指定複合型

サービス事業所（指定地域密着型サービス基準

条例第193条に規定する指定複合型サービス事

業所をいう。次条において同じ。），指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者

又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第

２項に規定する政令で定める者をいう。次条，

第72条第２項及び第73条において同じ。）とし

て３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって，別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているものでなければな

らない。 

 

（登録定員及び利用定員） 

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所は，その登録定員（登録者の数（当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が

指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を

併せて受け，かつ，指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅

介護の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合にあっては，登録者の数

及び指定地域密着型サービス基準条例第82条

第１項に規定する登録者の数の合計数）の上限

をいう。以下この章において同じ。）を29人（サ

テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては，18人）以下とする。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所は，次に掲げる範囲内において，通いサービ

ス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所における

サービスごとの１日当たりの利用者の数の上

定居宅サービス等基準」という。）第５条第１

項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下

同じ。）又は指定訪問看護事業者（指定居宅サ

ービス等基準第60条第１項に規定する指定訪

問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け，一体的な運営を行っている場合に

は，これらの事業に係る職務を含む。）       

                                         

                                         

                               に従事す

ることができるものとする。 

２ （略） 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，老

人デイサービスセンター（老人福祉法第20条の

２の２に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，指定

認知症対応型共同生活介護事業所，指定複合型

サービス事業所                           

                                         

                             ，指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者

又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第

２項に規定する政令で定める者をいう。次条，

第72条第２項及び第73条において同じ。）とし

て３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって，別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているものでなければな

らない。 

 

（登録定員及び利用定員） 

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所は，その登録定員（登録者の数（当該指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が

指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を

併せて受け，かつ，指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅

介護の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合にあっては，登録者の数

及び指定地域密着型サービス基準条例第82条

第１項に規定する登録者の数の合計数）の上限

をいう。以下この章において同じ。）を25人（サ

テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては，18人）以下とする。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所は，次に掲げる範囲内において，通いサービ

ス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所における

サービスごとの１日当たりの利用者の数の上
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限をいう。以下この章において同じ。）を定め

るものとする。 

  通いサービス 登録定員の２分の１から1

5人（登録定員が25人を超える指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，

登録定員に応じて，次の表に定める利用定

員，サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては，12人）まで 

登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

  （略） 

 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

第63条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者は，可能な限り，利用者がその居宅にお

いて生活を継続できるよう支援することを前

提としつつ，利用者が第44条第６項    に掲げ

る施設等その他の施設へ入所等を希望した場

合は，円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよ

う，必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 

（準用） 

第65条 第11条から第15条まで，第21条，第23

条，第24条，第26条，第28条，第31条から第

36条まで，第37条（第４項を除く。）及び第3

8条の規定は，指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。この場合にお

いて，第11条第１項中「第27条に規定する運営

規程」とあるのは「第57条に規定する重要事項

に関する規程」と，「介護予防認知症対応型通

所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者」と，第26条中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と，第26条第２項中「この節」とあるのは「第

３章第４節」と，第28条，第32条並びに第33

条第１項及び第２項中「介護予防認知症対応型

通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものと

する。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基

本取扱方針） 

第66条 （略） 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は，自らその提供する指定介護予防小規模多

限をいう。以下この章において同じ。）を定め

るものとする。 

  通いサービス 登録定員の２分の１から

15人（                                  

                                       

                                       

   サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては，12人）まで 

 

 

 

 

  （略） 

 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

第63条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者は，可能な限り，利用者がその居宅にお

いて生活を継続できるよう支援することを前

提としつつ，利用者が第44条第６項各号に掲げ

る施設等その他の施設へ入所等を希望した場

合は，円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよ

う，必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 

（準用） 

第65条 第11条から第15条まで，第21条，第23

条，第24条，第26条，第28条及び第31条から第

38条まで                              

  の規定は，指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。この場合にお

いて，第11条第１項中「第27条に規定する運営

規程」とあるのは「第57条に規定する重要事項

に関する規程」と，「介護予防認知症対応型通

所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者」と，第26条中「介護予

防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と，第26条第２項中「この節」とあるのは「第

３章第４節」と，第28条，第32条並びに第33

条第１項及び第２項中「介護予防認知症対応型

通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものと

する。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基

本取扱方針） 

第66条 （略） 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は，自らその提供する指定介護予防小規模多
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機能型居宅介護の質の評価を行い           

                                ，それらの

結果を公表し，常にその改善を図らなければな

らない。 

３～５ （略） 

 

（基本方針） 

第70条 指定地域密着型介護予防サービスに該

当する介護予防認知症対応型共同生活介護（以

下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」

という。）の事業は，その認知症である利用者

が可能な限り共同生活住居（法第８条の２第

15項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。以下同じ。）において，家庭的な環境と地

域住民との交流の下で入浴，排せつ，食事等の

介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練

を行うことにより，利用者の心身機能の維持回

復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は

向上を目指すものでなければならない。 

 

（設備に関する基準） 

第74条 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所は，共同生活住居を有するものとし，

その数は１又は２とする。ただし，指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用

地の確保が困難であることその他地域の実情

により指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所の効率的運営に必要と認められる場

合は，１の事業所における共同生活住居の数を

３とすることができる。 

２～７ （略） 

 

（準用） 

第86条 第11条，第12条，第14条，第15条，第

23条，第24条，第26条，第31条から第34条まで，

第36条，第37条（第４項を除く。），第38条，第

56条，第59条，第61条及び第62条の規定は，指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

について準用する。この場合において，第11

条第１項中「第27条に規定する運営規程」とあ

るのは「第80条に規定する重要事項に関する規

程」と，「介護予防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と，第26条中

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と，同条第２項中「この

節」とあるのは「第４章第４節」と，第32条並

びに第33条第１項及び第２項中「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従

機能型居宅介護の質の評価を行うとともに，定

期的に外部の者による評価を受けて，それらの

結果を公表し，常にその改善を図らなければな

らない。 

３～５ （略） 

 

（基本方針） 

第70条 指定地域密着型介護予防サービスに該

当する介護予防認知症対応型共同生活介護（以

下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」

という。）の事業は，その認知症である利用者

が可能な限り共同生活住居（法第８条の２第

17項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。以下同じ。）において，家庭的な環境と地

域住民との交流の下で入浴，排せつ，食事等の

介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練

を行うことにより，利用者の心身機能の維持回

復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は

向上を目指すものでなければならない。 

 

（設備に関する基準） 

第74条 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所は，共同生活住居を有するものとし，

その数は１又は２とする。                  

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                     

２～７ （略） 

 

（準用） 

第86条 第11条，第12条，第14条，第15条，第

23条，第24条，第26条，第31条から第34条まで，

第36条から第38条まで                 ，第

56条，第59条，第61条及び第62条の規定は，指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

について準用する。この場合において，第11

条第１項中「第27条に規定する運営規程」とあ

るのは「第80条に規定する重要事項に関する規

程」と，「介護予防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と，第26条中

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と，同条第２項中「この

節」とあるのは「第４章第４節」と，第32条並

びに第33条第１項及び第２項中「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従
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業者」と，第56条及び第59条第１項中「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と，第59条，第61条及び第62

条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者」と，第62条第１項中「介

護予防小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と，

「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数

等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み

替えるものとする。 

 

業者」と，第56条及び第59条第１項中「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と，第59条，第61条及び第62

条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者」と，第62条第１項中「介

護予防小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と，

「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数

等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み

替えるものとする。 
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議案第28号参考 阿久根市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例関係新旧対

照表 

 

○ 阿久根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成25

年阿久根市条例第12号） 

（附則第３項関係）                        （下線の部分は改正部分） 

改 正 後  現 行 

（心身の状況等の把握） 

第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は，指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては，利用者に係る介護予防支援

事業者が開催するサービス担当者会議（阿久根

市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例（平成27年阿久根市条例第 号。以下

「指定介護予防支援等基準条例」という。）第3

3条第９号に規定するサービス担当者会議をい

う。以下この章において同じ。）等を通じて，

利用者の心身の状況，その置かれている環境，

他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。 

 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具

体的取扱方針） 

第67条 （略） 

   （略） 

   介護支援専門員は，前号に規定する利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて，

指定介護予防支援等基準条例第33条各号に

掲げる具体的取組方針及び指定介護予防支

援等基準条例第34条各号に掲げる留意点に

沿って，指定介護予防サービス等の利用に係

る計画を作成するものとする。 

  ～  （略） 

 

（心身の状況等の把握） 

第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は，指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては，利用者に係る介護予防支援

事業者が開催するサービス担当者会議（指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生

労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基

準」という。）第30条第９号        

    に規定するサービス担当者会議をい

う。以下この章において同じ。）等を通じて，

利用者の心身の状況，その置かれている環境，

他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。 

 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具

体的取扱方針） 

第67条 （略） 

   （略） 

   介護支援専門員は，前号に規定する利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて，

指定介護予防支援等基準第30条各号  に

掲げる具体的取組方針及び指定介護予防支

援等基準第31条各号  に掲げる留意点に

沿って，指定介護予防サービス等の利用に係

る計画を作成するものとする。 

  ～  （略） 
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議
案
第
30
号
参
考
 
阿
久
根
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
関
係
新
旧
対
照
表
 

 ○
 
阿
久
根
市
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
32
年
阿
久
根
市
条
例
第
１
号
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
正

後
 

現
行

 

別
表
第
２
（
第

10
条
，
第

10
条
の
２
関
係
) 

 
 
 
有
料
公
園
施
設
を
使
用
す
る
場
合
 

 
 
ク
 
番
所
丘
公
園
施
設
使
用
料
 

施
設
 

使
用
区
分
 

料
金
 

 
 

 
 

 

グ
ラ

ウ
ン

ド

ゴ
ル
フ
 

小
・
中
・
高
校
生
 

２
時
間
 

50
 

大
人
 

個
人
 

２
時
間
 

10
0 

団
体
（
15

人
以
上
）
 
２
時
間
 

１
人
に
つ
き
 
80
 

備
考
 
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
施
設
の
使
用
料
は
，
使
用
時
間
に
２
時
間
に
満
た
な
い
端

数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
２
時
間
と
し
，
算
出
し
た
額
が

10
,0
00

円
を
超
え
る
と

き
は
こ
れ
を

10
,0
00

円
と
す
る
。
 

 

別
表
第
２
（
第

10
条
，
第

10
条
の
２
関
係
) 

 
 
 
有
料
公
園
施
設
を
使
用
す
る
場
合
 

 
 
ク
 
番
所
丘
公
園
施
設
使
用
料
 

施
設
 

使
用
区
分
 

料
金
 

 
 

 
 

 

グ
ラ

ウ
ン

ド

ゴ
ル
フ
 

小
・
中
・
高
校
生
 

１
ラ
ウ
ン
ド
 

50
 

大
人
 

個
人
 

１
ラ
ウ
ン
ド
 

10
0 

団
体
（
15

人
以
上
）
 
１
ラ
ウ
ン
ド
 

１
人
に
つ
き
 
80
 

 

 


